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ロ
ツ
パ
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同
体
裁
判
所
の

国
際
法
的
・

憲
法
的
側
面
の

考
察深

瀬

忠

日

次

-

序

1
1
「
裁
判
官
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」

0
・

ニ

ヨ

l
ロ
ァ
パ
共
同
体
裁
判
所
の
基
本
的
特
色

三
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
裁
判
所
・
構
成
諸
国
裁
判
所
の
判
例
と
国
際
的
人
権
保
障
に
つ
い
て

ω
共
同
体
法
を
め
ぐ
る
共
同
体
裁
判
所
と
構
成
諸
国
裁
判
所
の
相
互
関
係

同
共
同
体
の
高
度
の
「
法
律
組
織
化
」

例
共
同
体
裁
判
所
判
例
の
特
徴

同
構
成
諸
国
裁
判
所
判
例
の
共
通
性
と
多
様
性

ω
共
肉
体
に
お
け
る
基
本
的
人
権
の
保
障

同
共
同
体
法
と
構
成
諸
国
憲
法
の
保
障
す
る
基
本
的
人
権
と
の
関
連

向
共
同
体
の
人
権
保
障
の
体
制

同
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
協
定
と
共
同
体
法

結
び
に
代
え
て
|
|
l

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
」
へ
の
役
割
と
日
本
国
憲
法
の
国
際
協
調
・
平
和
主
義
へ
の
示
唆

四
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序

ー

ー

・

「

裁

判

官

の

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

」

?

「
比
較
法
国
際
雑
誌
」
一
九
七
八
年
特
集
号
(
同
年
号
)
は
、

「
且
寂
高
司

法
裁
判
所

|
l比
較
的
検
討
|
|
」
と
題
し
て
、
東
西
一
九
ヶ
国
(
州
、
連

邦
、
共
同
体
を
含
む
〉
の
最
高
裁
判
所
を
比
較
し
、
「
綜
合
」
お
よ
び
「
理

〈

1
v

想
的
最
高
裁
判
所
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
筆
者
は
、
主
権
国
家

(
単
一
国
で
あ
れ
連
邦
で
あ
れ
。
ま
た
連
邦
国
家
に
お
け
る
州
に
つ
い
て

も
〉
の
国
内
裁
判
所
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
司
法
裁
判
所
(
F
由
。
。
日
号

』
ロ
白
色
n
o
品
目
的
。

O
B自
己
白
血
一
三
郎
印
何
回
同
C
H
u
b
g
ロ
向
田
)
と
が
向
次
元
に
並
べ
ら
れ

て
い
る
こ
と
に
疑
問
を
も
っ
た
。
後
者
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
加
盟
の
諮

(
主
権
〉
国
家
を
超
え
た
国
際
的
裁
判
所
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
構
造
・
権
限
・

性
格
・
機
能
上
に
重
要
な
相
違
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
忠
わ
れ
る
か
ら
で

あ
る
。ま
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
司
法
裁
判
所
元
長
官
R
-
ル
ク
1
ル
氏
の
執

〈

2
V

筆
し
た
「
裁
判
官
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
は
、
同
裁
判
所
が
そ
の
判
決
を
通
じ
て

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
の
た
め
重
要
な
機
能
を
果
し
て
い
る
こ
と
を
体
系
的
に
論

じ
て
お
り
、
同
裁
判
所
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
地
域
国
際
社
会
の
法
的
組
織
化
に
独

自
の
寄
与
を
し
て
い
る
こ
と
が
、
著
し
く
筆
者
の
注
意
を
ひ
い
た
。
ヨ

1
ロ

ツ
パ
共
同
体
加
盟
諸
国
は
、
夫
々
相
互
に
異
な
る
多
様
な
憲
法
・
国
内
法
体

ハ
3
)

系
、
裁
判
制
度
、
国
際
法
・
国
内
法
抵
触
規
制
方
式
を
め
ぐ
る
関
連
判
例
・

学
説
等
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
共
同
体
裁
判
所
が
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

〈

4
V

門

5
U

法
」
を
解
釈
・
適
用
し
執
行
せ
し
め
る
諸
判
例
は
、
国
際
法
と
憲
法
と
の
中

間
な
い
し
関
連
領
域
の
問
題
で
あ
り
、
ま
た
加
盟
諸
国
の
比
較
法
の
観
点
か

ら
も
、
極
め
て
興
味
深
い
諸
問
題
を
提
示
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ

う

さ
ら
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
加
毘
諸
国
は
、
現
在
ま
で
に
す
べ
て
ヨ
l

ハ
6
〉

ロ
ッ
パ
人
権
規
約
を
批
准
・
実
施
し
て
お
り
、
ま
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体

司
法
裁
判
所
自
体
が
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
」
を
適
用
す
る
に
あ
た
っ
て
基
本
的

(
7〉

人
権
を
保
障
す
る
機
能
を
避
け
ら
れ
な
い
も
の
と
し
て
い
る
こ
と
が
、
両
々

相
侠
っ
て
、
共
同
体
お
よ
び
こ
れ
ら
諸
国
に
お
け
る
人
権
保
障
の
制
度
と
実

際
が
先
進
的
な
実
績
を
着
々
積
み
重
ね
つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ

る。
小
稿
は
、
以
上
の
よ
う
な
問
題
点
を
含
む
と
考
え
ら
れ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共

同
体
司
法
裁
判
所
の
法
理
的
問
題
点
を
検
討
し
て
、
同
裁
判
所
の
「
ヨ
l
ロ

ツ
パ
統
合
」
に
向
う
司
、
法
的
機
能
を
国
際
法
と
憲
法
の
両
側
面
に
わ
た
り

「
複
眼
」
的
に
観
察
し
、
と
く
に
国
際
的
人
権
保
障
機
能
と
の
関
連
に
注
目

し
つ
つ
、
そ
の
特
色
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
日
本
国
憲
法
の
国
際
協

調
・
平
和
主
義
に
対
し
て
示
唆
す
る
と
こ
ろ
を
探
り
た
い
と
思
う
の
で
あ
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る。
小
山
昇
先
生
(
ま
た
夫
人
〉
に
私
は
、
一
九
五
六
年
北
大
に
助
教
授
と
し

て
赴
任
以
来
二

O
余
年
、
と
く
に
フ
ラ
ン
ス
法
研
究
・
日
仏
文
化
交
流
に
つ

い
て
、
ま
た
フ
ァ
カ
ル
テ
イ
・
メ
ン
バ
ー
の
後
進
と
し
て
、
多
大
の
御
指

導
・
教
示
・
鞭
援
を
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
に
、
ま
こ
と
に
小
論
な
が
ら
、
急

(
8〉

山
首
、
稿
一
を
草
し
て
献
呈
し
、
深
い
感
謝
の
意
を
表
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思

ヨーロッバ共肉体裁判所の国際法的・憲法的側面の一考察

う
次
第
で
あ
る
。

ハ
1
〉
同
M
-

∞o
ロ
2
・
〉
・
1

「
ロ
ロ
ロ
・
〉
・
吋
4
0
出
町
内
包
仲
立
世
戸
田
・
・
戸
田
の
C
C吋

-
E
E曲目円相

ωロ百円ゆ
5
0・
C
ロ
由
自
由
昆
芯

g
g宮町
2
2
p
明白
Oロ
O
B
w
p

s
a
(一
一
怖
の
単
行
本
に
ま
と
め
ら
れ
た
出
版
)

o

A

・
タ
ン
ク
教
授

が
、
冒
頭
の
「
綜
合
」
お
よ
び
「
結
論
と
し
て
の
理
想
的
長
高
裁
判

所
」
を
執
筆
。
芙
・
米
・
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
・
ル
イ
ジ
ァ
ナ
州
・
カ

ナ
ダ
・
ケ
ベ
ッ
ク
州
(
控
訴
院
)
・
日
・
ス
エ

1
デ
ン
・
ノ

l
ル
ウ
ェ

1
・
フ
ラ
ン
ス
(
破
棄
院
、
国
務
院
、
両
院
比
較
v

・
ベ
ル
ギ
ー
・
オ

ラ
ン
ダ
・
伊
・
西
独
・
ス
イ
ス
の
各
最
高
裁
判
所
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同

体
司
法
裁
判
所
、
ソ
連
・
ポ
ー
ラ
ン
ド
・
ュ

1
ゴ
1
の
各
最
高
裁
判
所

が
扱
わ
れ
て
い
る
。

(
2
)
河

-
F町内
HOE2・
F
・別居『
O唱
叩
品
目
白
』
口
問
。
白
・
回
門
戸
HHm--mp
回円
EU『】曲目
F

同申吋由・

ハ
3
)
v
h
-
F曲四円
g
m白
-
U
E
n
oロ巴
H
H
g
H
S
-
o
F
刊許可曲目砕か

g

仏門
O広

8
5
5ロ
ロ
間
三
曲
目
克
己

g
e
o
x
E窓
3
0・
何
冊
〈
・
豆
自
白
血
円
・

ι白
骨
o
x

合
同

O官
Am白ロー
H由
吋
日
・
ロ
0・
Y

唱
-AF串
lt日
N・

(
4
)
P
・
ペ
ス
カ
ト
1
ル
著
、
小
田
滋
監
修
、
大
谷
良
雄
、
最
上
敏
樹

訳、

E
C
法
|
|
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
の
法
構
造

1
1有
斐
閣
、
一
九
七

九
ハ
原
本
一
九
七
二
)
年
、
第
四
章
は
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
権
の
出

現
」
(
第
二
節
「
共
同
体
判
例
、
法
の
ダ
イ
ナ
、
ぇ
ッ
ク
な
性
格
」
)
を
論
じ

て
い
る
。
こ
こ
に
、
本
訳
書
お
よ
び
小
樽
商
大
・
大
谷
良
雄
教
授
の
教

示
・
御
親
切
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い
こ
と
を
記
し
て
、
謝
意
を
表
す

る。
(
5〉
』
・
回
OE-oロ
2

2
岡山・
ly白
・
。
rms--日開
F
O
S口
宏

R
B
Z
含

】
曲
。
。
口
同
仏
叩
』
ロ
白
丘
町
四
仏
問
的
。
。
B
Bロ
ロ
向
ロ
広
曲
四
E
円
。
志
向
ロ
ロ
白
血
入
-
f

N
O
E
-
-
Z吋∞
-
H
E
』
・
回
江
口
}hyDH白神
hw
出
・
。
・

ω
n
r
2
s
q
p
』
E門出
n芯】

B
E
E
F
g
Z
H
r
o
開口『
D司
目
白
目
。
0
5
5ロロ
-pwp
白
E
曲目

σoor-NE--

宍戸口耳目円‘
Umd『
O
H
H
R
F
S吋叶・

(

6

)

野
村
敬
造
、
基
本
的
人
権
の
地
域
的
集
団
的
保
障
、
有
信
堂
、
一

九
七
五
年
。
高
野
雄
一
、
国
際
社
会
に
お
け
る
人
権
、
岩
波
書
底
、
一

九
七
七
年
、
一
九
六

l
ニ
七
九
頁
。
芹
田
健
太
郎
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権

委
員
会
の
活
動
と
そ
の
性
格
、
上
下
、
法
学
論
叢
七
九
巻
一
・
二
号
。

問
、
憲
法
と
国
際
環
境
〔
改
訂
版
〕
、
有
信
堂
、
一
九
八

O
年
、
一
八

四
l
一
八
九
頁
、
参
照
。

(

7

)

の
・
の
ornロ
'
』
ロ
ロ
主
宮
田
P
F
g
仏『
O
X印
品
開

-
4
5
5
B
m
仏m
呂
田
】
冊
目

。
c
g
B
E白
血
口
忠
柏
町
ロ
円
。
UA山2
5
2
Lロ
HN刊凸
E
a
-
q
h山
宮
門
目
白
師
向
ロ

}HOB-

B
担
問
問
脚
。
r
R
F曲
目
m
g
s
g
p
。
5
F
P
S
F
M
M・
ω
S
l忠
明
w
E

B
m
E
p
o
s
-
H田
品
目

-
4
5
8白
押
冊
仲
間
LES--HA山
品
。
∞
白
百
円
払
5
2
2円oi
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同MAm叩
田
畑
岳
山
唱
H
O帥
叩
町
民
。
白
宮
仲
町
円
出
回
昨
日
0
口
白
]
p
g℃』
M
O
H
F
河
骨
〈
己
白
色
白
田
口

7

0
X白
円
四
四

-
-
E
0
5
8
P
H
S
N
w
目
。
.
A
F
司・

2
印

1
2也
氏
口
町
・
同
】
・
田
町

H
f白
叶
回
一

』
'
〈
e
F
Oロ
2
・

0
3
5
仏
刊
で
甲
H
O
B
S叩
丘
公
開
円
札
印

8
5
0三
円
回
目
印
。
。
l

g
g
zロ
恒
三
目
.
曲

2
8
H】
肌
冊
目
ロ
叩

P
E
P
-
-
m
a』
g
p
n同
・
旬

-
S叩
i
g
w

〉
・

U
R巾
g
n
N刊
当
白
E
.
斗
F
O
品
。
自
由
白
色
口
凹
冨
吉
田

D
同

吾

叩

開

E
H
O
H
M
gロ

。
。
ロ
ぐ
O
ロ伸一
D
ロ
ロ
ロ

r
E
H
H
H白
ロ

ユ

m
Z白
日
ロ
刊
者
向
同
日
目
。
口
氏
。
ロ
P

E

F

由
民
同
-

2
田
E
2
0同
開
ロ
『
O
司
会
出
回
宮
同
町

m
g昨日ロ
P

H申
叶
斗

¥
H・
目
。
ロ
4
4
叩
ア
日

M
-
H
l∞印・

ハ
8
〉
小
稿
の
テ
ー
マ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
お
よ
び
構
成
九
ヶ
国
の

条
約
・
憲
法
・
法
制
・
学
説
・
判
例
・
慣
行
に
ま
た
が
る
広
大
な
研
究

を
要
す
る
が
、
筆
者
の
余
猶
・
能
力
の
不
足
か
ら
小
稿
で
は
、
到
底
第

一
次
資
料
お
よ
び
関
連
文
献
に
十
分
あ
た
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

た
だ
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
引
用
文
献
の
根
拠
は
明
記
し
て
お
い
た
。

し
た
が
っ
て
本
稿
は
、
序
(
試
)
論
と
し
て
の
基
本
的
問
題
に
つ
い
て

の
阜
市
描
的
考
察
で
あ
り
、
精
査
・
補
正
を
要
す
る
点
が
多
い
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
裁
判
所
の
基
本
的
特
色

以
上
「
序
」
の
問
題
意
識
の
も
と
、
次
項
三
で
の
検
討
を
進
め
る
に
先
立

っ
て
、
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
共
同
体
裁
判
所
の
基
本
的
特
色
を
概
観
し

て
お
く
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
は
、
周
知
の
点
が
多
い
か
ら
、

A
・
ト
ゥ
フ
ェ

ハ
1
〉

の
簡
に
し
て
要
を
え
た
論
文
に
主
と
し
て
依
拠
し
つ
つ
、
長
低
限
の
叙
述
に

と
ど
め
る
。

-

小

史

一

九

五

O
年
五
月
の
シ
ュ

l
マ
ン
・
プ
ラ
ン
に
よ
れ
ば
、

当
初
か
ら
裁
判
所
は
予
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
C
E
C
A
(
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
石
炭
鉄
鋼
共
同
体
〉
の
裁
判
所
が
、
西
ド
イ
ツ
政
府
に
よ
り

(
園
内
法
秩
序
と
同
様
の
法
律
的
保
障
な
し
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
は
認
め

ら
れ
な
い
だ
ろ
う
と
の
理
由
)
の
要
請
に
基
づ
い
て
、
一
九
五
二
年
一
二

月
、
ル
ク
セ
ン
プ
ル
グ
に
設
置
さ
れ
、
一
九
五
八
年
に
は
C
E
C
A
-
C

E
E
(
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
共
同
体
〉
・

C
E
E
A
(
核
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
〉
共
同
の
裁
判
所
と
し
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
裁
判

所
と
な
っ
た
。
一
九
七
二
年
、
従
来
の
構
成
六
ヶ
国
が
九
ヶ
国
に
増
加
、

グ
才
カ
ヲ
エ
ネ
ラ
ル
ハ

2
)

九
人
の
判
事
と
四
人
の
総
括
弁
護
人
と
な
っ
て
今
日
に
至
る
。
実
績
に
つ

い
て
、
-
九
五
四
年
に
二
件
の
判
決
し
か
出
な
か
っ
た
が
、
}
九
六

O
年

一
九
、
一
九
六
五
年
五
二
、
一
九
七

O
年
六
四
、
一
九
七
五
年
七
八
の
判

決
を
下
し
、
一
九
七
七
年
六
月
一
五
日
ま
で
に
、
総
計
八
四

O
件
の
判
決

を
言
渡
し
て
い
る
。

2

役
割
、
位
置
、
目
的
及
び
権
限
共
同
体
裁
判
所
の
本
質
的
役
割

は
三
共
同
体
条
約
夫
々
に
同
様
の
規
定
が
あ
り
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ

れ
は
、
共
同
体
条
約
お
よ
び
そ
の
執
行
規
則
(
共
同
体
の
基
礎
法
お
よ
び

派
生
法
と
も
い
わ
れ
、
小
稿
で
「
共
同
体
法
」
と
い
う
場
合
、
通
常
、
両

者
を
含
め
て
呼
称
す
る
)
の
解
釈
お
よ
び
適
用
に
お
い
て
「
法
の
尊
重
を

確
保
」
す
る
こ
と
で
あ
る
。

共
同
体
構
成
諸
国
の
国
内
裁
判
所
と
の
関
係
は
、
形
式
的
・
機
関
的
な

階
層
制
(
連
邦
国
に
お
け
る
連
邦
最
高
裁
判
所
が
州
裁
判
所
に
優
位
す
る

と
い
っ
た
)
を
な
す
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
共
通
の
目
標
を
追
求
す
る

北法31(3-4・n.380)1766 



た
め
の
協
力
の
原
則
に
基
づ
い
て
い
る
が
、
共
同
体
法
が
園
内
法
に
明
確

に
優
位
す
る
と
い
う
規
範
的
階
骨
朴
に
よ
っ
て
共
同
体
法
秩
序
が
確
保
さ

れ
て
い
る
。

ヨーロッパ共同体裁判所の国際法的・憲法的側面の一考察

こ
の
共
同
体
裁
判
所
は
「
連
邦
制
の
前
段
階
」
守
芯
・
校
内
四
郎

S])
で
あ

り
、
共
同
体
法
が
国
内
法
と
国
際
法
と
の
「
中
間
」
(
自

rzgぽ
)
に

位
寵
し
て
い
る
か
ら
、
そ
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
次
の
四
点
に
要
約
さ

れ
る
。a
 
共
同
体
、
法
を
九
つ
の
構
成
諸
国
に
お
い
て
統
一
的
に
解
釈
し
適
用

す
る
こ
と
。

b

共
同
体
法
を
園
内
法
の
あ
ら
ゆ
る
規
範
に
対
し
優
位
さ
せ
る
こ

と。
c

共
同
体
諸
機
関
の
行
為
の
合
法
性
を
統
制
す
る
こ
と
。

d

共
同
体
条
約
の
制
定
者
が
欲
し
た
と
こ
ろ
の
共
同
体
の
制
度
的
均

衡
を
維
持
す
る
こ
と
。

共
同
体
裁
判
所
は
列
挙
さ
れ
た
権
限
〈

nos-仲
間
口
円
四
円
丘
町

5
5
5ロ
)

を
も
つ
に
す
ぎ
ず
、
共
同
体
に
か
か
わ
る
事
案
に
つ
い
て
の
共
通
法
の
裁

判
官
(
官
官
念
仏
門

o
u
gヨ
5
5
)
は
国
内
裁
判
官
(
官
官

E己
osσ

で
あ
る
。
共
同
体
裁
判
官
が
共
同
体
の
公
的
秩
序
の
争
訟
に
つ
い
て
決
定

す
る
排
他
的
権
限
を
も
っ
と
し
て
も
、
私
的
秩
序
の
共
同
体
的
争
訟
に
つ

い
て
は
国
内
裁
判
官
の
権
限
外
の
限
度
に
お
い
て
の
み
権
限
を
も
っ
。

共
同
体
裁
判
所
は
争
訟
事
項
に
つ
い
て
原
則
と
し
て
一
審
か
つ
終
審
裁

判
所
で
あ
る
〈
例
外
と
し
て
は
、

C
E
C
A
条
約
一
八
条
の
仲
裁
委
員
会

の
破
棄
裁
判
所
的
権
限
を
も
っ
〉
。

3 

任
務

任
務
の
う
ち
、
裁
判
的
権
限
は
、
次
の
四
つ
に
分
類
さ
れ

る。

レ

ガ

リ

テ

合
法
性
の
訴
訟
①
理
事
会
お
よ
び
委
員
会
の
義
務
的
拘
束
力

を
も
っ
諸
行
為
の
合
法
性
の
統
制
(
構
成
園
、
理
事
会
あ
る
い
は
委
員

会
ま
た
は
一
定
条
件
下
で
個
人
の
出
訴
に
基
づ
く
〉
。
各
当
事
者
は
共

同
体
規
則
に
か
か
わ
る
争
訟
に
お
い
て
そ
の
不
適
用
を
争
っ
て
行
為

ハ
3
〉

の
非
合
法
性
を
裁
判
所
に
提
訴
で
き
る
ハ
C
E
E
条
約
一
七
一
一
一
・
一
八
四

条
〉
、
②
国
内
裁
判
所
は
共
同
体
裁
判
所
に
対
し
共
同
体
諸
機
関
の
行
為

グ
ア
リ
ヂ
イ
テ

の
有
効
性
に
つ
い
て
の
先
行
訴
訟
の
判
決
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
に
関
し
共
同
体
裁
判
所
は
共
同
体
の
諸
行
為
の
有
効
性
に
つ
い
て

共
同
体
条
約
、
法
の
一
般
原
則
お
よ
び
国
際
公
法
に
そ
く
し
て
審
査
権

を
も
っ
。
③
理
事
会
ま
た
は
委
員
会
の
不
作
為
に
対
し
、
構
成
国
ま
た

は
C
E
E
の
他
の
機
関
ま
た
は

C
E
C
A
の
企
業
の
欠
敏
の
訴
訟
〔
?

白

g
z
z
g
2
8
5
4
に
暴
づ
き
、
裁
判
所
が
制
裁
を
加
え
る

(
C
E

E
一
七
五
条
、

C
E
C
A
三
五
条
)
。

b

構
成
国
の
義
務
不
履
行
の
訴
訟
共
同
体
裁
判
所
は
、
委
員
会

ま
た
は
構
成
田
が
条
約
上
諜
せ
ら
れ
た
義
務
を
履
行
し
な
い
他
の
国
に

対
し
提
起
し
た
義
務
不
履
行
確
認
の
訴
訟
に
つ
き
判
決
で
き
る

(
C
E

E
二
ハ
九
・
一
七

O
条
〉
。
こ
れ
に
対
す
る
裁
判
所
の
判
決
は
純
然
た

る
宣
言
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
他
、

C
E
C
A
八
八
条
参
照
。

C

解
釈
の
先
行
的
決
定
権
限
国
内
裁
判
所
は
係
属
し
た
事
件
の

中
で
提
起
さ
れ
た
共
同
体
法
の
解
釈
の
先
決
問
題
に
つ
い
て
共
肉
体
裁

判
所
に
提
訴
し
ハ
場
合
に
応
じ
)
得
ま
た
は
す
べ
き
で
あ
る
ハ
C
E
E

a 
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研究ノ}ト

一
七
七
条
)
。
こ
の
手
続
は
、
共
同
体
法
に
つ
い
て
抽
象
的
な
解
釈
を

決
定
す
る
共
同
体
裁
判
所
と
当
該
事
件
を
具
体
的
に
解
決
す
る
国
内
裁

判
所
と
の
緊
密
な
協
力
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。

プ
レ

1
n
・9
ユ
リ
ヂ
グ
シ
庁
ン

d

完
全
管
轄
訴
訟
①
C
E
E
一
七
二
条
に
よ
り
、
理
事
会
の
規

則
は
、
そ
の
規
則
に
よ
り
規
定
さ
れ
た
制
裁
に
関
し
て
共
同
体
裁
判
所

に
完
全
管
轄
権
限
を
帰
属
せ
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
Q

こ
の
訴
訟
手
続

は
、
委
員
会
に
よ
っ
て
条
約
の
競
走
規
則
に
違
反
し
た
と
断
ぜ
ら
れ
た

企
業
に
対
し
て
も
開
か
れ
て
い
る
。
②
共
同
体
に
対
し
て
提
起
さ
れ
た

レ
ス
ポ
ン
サ
ピ
リ
テ
・
ノ
ン
・
コ
ン
ト
ラ
タ
チ
品
エ
ル

非
l

契
約
責
任
訴
訟
に
つ
い
て
も
判
決
す
る
ハ
C
E
E
一
七
八

条
)
。
③
共
肉
体
と
そ
の
職
員
と
の
聞
の
あ
ら
ゆ
る
紛
争
に
つ
き
判
、
決
す

る
。
以
上
の
訴
訟
に
つ
い
て
は
、
共
同
体
裁
判
所
が
受
理
し
た
以
上

(
「
訴
訟
の
明
白
な
不
受
理
性
」
原
則
に
基
づ
き
、
共
同
体
裁
判
所
書

記
官
お
よ
び
裁
判
所
長
官
ハ
判
定
を
求
め
ら
れ
た
場
合
)
が
提
訴
事
案

を
選
別
す
る
が
、
実
際
上
不
受
理
と
な
っ
た
も
の
は
極
め
て
少
な
い
。

た
だ
し
、
人
権
侵
害
を
理
由
と
す
る
提
訴
は
裁
判
所
の
管
轄
下
に
あ
る

訴
訟
の
形
式
的
類
型
に
明
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
問
題
が
残
さ
れ
て

い
る
。
後
述
)
判
決
を
下
す
義
務
が
あ
る
。

4

裁
判
官
等
共
同
体
構
成
九
ヶ
国
か
ら
一
人
づ
っ
計
九
名
の
判
事

お
よ
び
構
成
四
「
大
」
国
(
仏
独
伊
英
)
か
ら
一
人
づ
っ
計
四
名
の
総
括

弁
護
人
が
、
六
年
の
任
期
で
、
構
成
国
政
府
の
会
議
に
よ
り
(
そ
れ
ら
の

国
で
最
高
の
裁
判
的
職
務
を
遂
行
で
き
る
識
見
を
有
す
る
著
名
な
人
物

が
)
任
命
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
判
事
・
総
括
弁
護
人
は
完
全
に
独
立
し

た
地
位
を
認
め
ら
れ
、
ま
た
年
齢
の
制
限
は
な
い
(
実
際
上
、
平
均
年
齢

六
五
歳
、
通
常
二
任
期
一
二
年
勤
め
て
い
る
〉
。
そ
の
他
弁
護
士
、
書
記

官
等
〔
略
〉
。

5
運
営
手
続
裁
判
所
は
全
体
会
議
(
通
常
の
形
態
。
定
足
数
、
判

事
七
名
、
総
括
弁
護
人
三
名
。
定
足
数
が
多
い
の
は
、
各
国
の
異
っ
た
法

体
系
が
反
映
さ
れ
る
必
要
に
基
づ
く
)
お
よ
び
二
つ
の
部
会
(
四
判
事
、

二
総
括
弁
護
人
が
所
属
〉
で
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
原
則
事
項
の
決
定
お

よ
び
判
例
の
統
一
が
問
題
と
な
る
場
合
は
全
体
会
議
で
決
定
さ
れ
る
。
書

面
審
理
お
よ
び
口
頭
審
理
(
聴
間
報
告
の
朗
読
に
よ
り
開
始
、
当
事
者
に

実
際
上
報
告
は
通
知
さ
れ
る
)
の
二
段
階
に
分
れ
る
。
全
当
事
者
が
参
加

し
て
討
議
し
、
職
権
尋
問
も
な
し
う
る
。
口
頭
審
理
は
、
公
開
で
、
実
際

上
一
回
で
終
る
の
が
普
通
で
あ
る
o

裁
判
長
は
事
案
を
受
理
後
そ
れ
を
一

判
事
に
託
し
、
予
審
が
必
要
か
ど
う
か
を
報
告
さ
せ
、
裁
判
所
が
必
要
と

す
る
場
合
は
同
判
事
が
予
審
手
続
を
進
め
聴
間
報
告
お
よ
び
判
決
案
を
作

成
す
る
。
総
括
弁
護
人
は
「
全
く
公
平
か
つ
全
き
独
立
性
を
も
っ
て
」
事

案
に
対
す
る
ハ
事
実
・
法
律
問
題
に
わ
た
る
)
結
論
を
公
開
法
廷
で
陳
述

し
、
そ
れ
が
口
頭
審
理
段
階
の
最
後
と
な
る
。
そ
の
後
判
事
の
み
の
審
議

ハ
秘
密
)
が
行
な
わ
れ
、
判
決
は
過
半
数
で
決
定
さ
れ
、
判
決
文
は
判
事

ア
ノ
昌

l
ム

ハ
報
告
者
と
も
)
無
記
名
、
判
事
個
人
の
反
対
意
見
も
な
く
、
裁
判
所
全

体
の
権
威
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
各
判
事
の
出
身
各
国
政
府
に
対
す

る
独
立
性
を
強
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
審
理
手
続
の
長
さ
は
、
実

際
上
、
先
決
訴
訟
に
お
い
て
は
平
均
五
ヶ
月
強
で
あ
り
、
直
接
的
訴
訟
は

平
均
九
な
い
し
一

0
ヶ
月
で
あ
る
。

6

判
決
実
体
に
つ
い
て
、
取
消
訴
訟
に
対
し
て
は
、
裁
判
所
は
争
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わ
れ
て
い
る
行
為
を
取
消
す
か
維
持
す
る
か
、
ど
ち
ら
か
を
判
決
す
る
。

完
全
管
轄
訴
訟
に
つ
い
て
は
、
取
消
、
維
持
ま
た
は
修
正
を
な
し
う
る
。

裁
判
所
が
解
釈
判
決
ま
た
は
有
効
性
の
審
査
の
判
決
を
し
た
場
合
、
構
成

田
内
裁
判
官
は
共
同
体
裁
判
所
の
決
定
に
事
件
に
つ
き
官
官
。
)
拘
束

さ
れ
る
。

判
決
形
式
に
つ
い
て
、
判
決
理
由
は
比
較
的
長
い
。
事
実
と
当
事
者
の

主
張
の
結
論
お
よ
び
法
律
論
の
部
分
(
三
円

E
E
で
は
じ
ま
り
、
理
由
お

よ
び
主
文
〉
に
分
れ
る
。
裁
判
所
は
通
常
の
場
合
、
一
切
当
不
当
の
判
断

フ
イ
ナ
リ
テ
デ
フ

4
a
シ
庁
ン

を
避
け
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
共
同
体
の
諸
目
標
の
明
確
化
に
お
い

て
は
大
胆
な
態
度
を
示
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
共
同
市
場
内
に
お
け
る
労

働
者
の
自
由
な
交
流
の
基
本
原
則
や
彼
等
の
社
会
的
保
護
と
い
っ
た
目
標

が
、
共
同
体
裁
判
所
の
社
会
法
関
係
判
例
に
行
き
わ
た
っ
て
い
る
。
そ
し

て
、
判
例
の
な
か
に
は
明
示
的
に
政
治
的
考
慮
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と

は
な
い
に
し
て
も
、
共
同
体
裁
判
所
は
「
共
同
体
の
統
合
が
最
も
効
果
的

に
促
進
さ
れ
る
よ
う
な
解
釈
方
法
を
好
ん
で
採
用
し
て
い
る
」
。

判
決
全
文
は
、
総
括
弁
護
人
の
結
論
と
と
も
に
、
共
同
体
裁
判
所
の
責

任
に
お
い
て
「
判
例
集
」
に
収
録
し
公
表
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
要
約
の
み
を
も
っ
て
し
で
も
、
興
味
深
い
基
本
的
特
色
が
か
な
り

円

4
)

示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
さ
ら
に
掘
下
げ
て
、
所
期
の
問
題
の
検
討
を
進
め

る
こ
と
に
し
よ
う
。

(
1〉

〉
-
寸

OE同
四
回
国
デ
「
釦
わ

OC門
会
w

』

z
a
-
n
o
ι
g
(
U
D
S
H
H
Hロロ
EEH恥
印

別
居

8
1
0ロロ
2
・
S

F担
。
0
2
ω
毛
忍
B
P
8・
nxdMV・
ω
E
l
ω
吋時・

(

2

)

大
谷
良
雄
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
裁
判
所
に
お
け
る
〉

5
2円

mbEPS-
の
機
能
、
小
樽
商
科
大
学
・
商
学
討
究
二
八
巻
二
号
(
一
九

七
七
年
〉
一
ー
ー
一
二
頁
を
み
よ
。

(

3

)

近
藤
昭
三
、
欧
洲
共
同
体
司
法
裁
判
所
に
お
け
る
取
消
訴
-
訟
、
石

崎
政
一
郎
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
、
現
代
ヨ
l
ロ
ァ
パ
法
の
動
向
、
動

草
書
房
、
-
九
六
八
年
、
二
ハ
九

l
一
九

O
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。
同
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∞
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田
宮
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四
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2
2
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包
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U
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E
-
-ロ
引
い
匝
HV旬
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L
Z
E・
2
問
看
唱
。
円
曲
目
】
町
三
F
4
2
沙
門
担

8
5
5
0ロ
釘
巧

O
同
何
日

o-vpgkro門
戸

HU吋
∞
-
同

v
-
u
g
1
8白・

(

4

)

司・・出・、
H
J
E
H
m
g
r
o
g
-
H
F口白押さ』位。口出向
L
n
O
B
Bロロ
mWEE-円m-

。
o
E
Z
【
日
開
口
同

O
F
S
ミ
l
叶
∞
ほ
か
、
深
瀬
・
中
村
、
フ
ラ
ン
ス
公
法

最
近
文
献
覚
え
書
き
、
北
大
法
学
論
集
二
九
巻
二
号
〈
一
九
六
八
年
)

一
九
九
頁
、
三
一

O
巻
四
号
(
一
九
八

O
年
)
一
六

O
i
一
六
二
頁
の
主

要
文
献
参
照
。

ヨ
l
ロ
ッ
バ
共
同
体
裁
判
所
・
構
成
諸
国
裁
判

所
の
判
例
と
国
際
的
人
権
保
障
に
つ
い
て

さ
て
、
共
同
体
に
お
い
て
共
同
体
法
が
支
配
す
る
た
め
の
共
同
体
裁
判
所

の
裁
判
官
達
の
役
割
お
よ
び
共
同
体
構
成
諸
国
の
裁
判
官
還
の
態
度
の
基
本

的
動
向
を
概
観
す
る
と
と
も
に
、
共
同
体
内
の
諸
国
国
民
の
権
利
お
よ
び
基
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本
的
人
権
が
1
1
と
り
わ
け
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
規
約
の
国
際
的
人
権
保
障
お

よ
び
共
同
体
構
成
諸
国
憲
法
の
人
権
保
障
と
の
関
連
に
お
い
て
l
l
ど
の
よ

う
に
保
護
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
検
討
し
よ
う
。

こ
れ
ら
の
重
要
な
問
題
点
に
つ
い
て
、
明
快
か
つ
共
同
体
|
|
さ
ら
に
は

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合

l
ー
へ
の
理
想
を
強
く
志
向
す
る
ベ
ス
カ
ト
l
ル
の
諸
論

文
を
出
発
点
と
し
て
、
考
察
を
進
め
た
い
。

(1) 

共
同
体
法
を
め
ぐ
る
共
同
体
裁
判
所
と
構
成
諸
国
裁
判
所
の
相
互
関

イ系

、，Ja日目
f
a
‘、ベ
ス
カ
ト
1
ル
は
、
従
来
の
国
際
政
治
(
諸
国
家
の
政
治
的
裁
量
行
為
に

共
同
体
の
高
度
の
「
法
律
組
織
化
」

よ
り
広
汎
に
法
の
薦
束
を
免
れ
る
)
は
も
ち
ろ
ん
、
国
際
条
約
(
例
え
ば

ガ

ツ

F

国
際
関
税
貿
易
協
定
)
や
国
際
機
関
(
国
際
連
合
、
国
際
司
法
裁
判
所
等
)

タ
ユ
リ
ヂ
イ
ザ

ν
ォ

に
比
べ
て
、
共
肉
体
制
度
が
高
度
の
「
法
律
組
織
化
」
を
遂
げ
、
し
た
が
っ

て
共
同
体
裁
判
官
の
役
割
が
大
き
い
こ
と
に
つ
い
て
、
要
旨
次
の
よ
う
に
述

ハ
1
v

ぺ
る
。

エ

ダ

ス

ト

ラ

才

ル

ヂ

イ

ネ

1
t
w

共
同
体
制
度
が
「
従
来
通
り
で
な
い
」
の
は
、
ま
ず
、
「
奇
蹟
的
」
と
で

も
い
う
べ
き
こ
と
で
あ
る
が
、
国
際
関
係
の
歴
史
上
最
初
の
こ
と
と
し
て
、

多
数
の
国
家
が
そ
れ
ら
の
相
互
関
係
を
断
乎
と
し
て
共
同
の
諸
制
度
の
枠

内
に
置
い
た
こ
と
、
ま
た
、
「
第
二
の
奇
蹟
」
と
も
い
う
べ
き
は
、
法
の
領

域
に
お
い
て
、
独
立
の
裁
判
官
に
信
頼
を
置
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
「
第
三

の
奇
蹟
」
と
も
い
う
べ
き
は
、
諸
国
の
園
内
裁
判
官
と
共
同
体
裁
判
官
と

の
直
接
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
可
能
な
ら
し
め
た
こ
と
、
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
、
共
同
体
の
共
通
の
諸
制
度
中
と
く
に
共
同
体
裁
判
所
の
独

立
し
た
判
事
逮
が
、
共
同
体
法
の
解
釈
・
適
用
に
お
い
て
構
成
諸
国
の
園
内

的
裁
判
官
の
そ
れ
と
直
接
的
な
連
携
を
も
ち
、
か
つ
前
者
が
、
共
同
体
の
諸

行
為
の
「
合
法
性
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
を
任
務
と
し
(
共
同
体
条
約
一
七
三

条
〉
ま
た
共
同
体
法
の
優
位
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
共
同
体
に
お
け

る
合
法
的
秩
序
の
保
障
が
は
か
ら
れ
て
い
る
(
棒
成
諸
国
の
憲
法
秩
序
に
お

レ
ガ
リ
テ
・
レ
プ
ユ
プ
リ
ケ

1
ヌ

ル

ー

ル

・

オ

プ

・

ロ

l

レ
ヒ

「
共
和
国
的
合
法
性
」
と
か
「
法
の
支
配
」
と
か
「
法

い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、

治
国
家
」
と
い
っ
た
表
現
に
遠
い
は
あ
れ
、
そ
れ
ら
国
内
憲
法
的
な
合
法
的

秩
序
の
発
想
が
実
質
的
に
共
同
体
秩
序
に
組
み
込
ま
れ
た
)
こ
と
は
(
と
り

わ
け
「
先
行
訴
訟
」
の
発
明
に
よ
り
て
国
際
的
組
織
と
し
て
は
従
来
に
な

い
新
ら
し
い
類
型
の
体
制
で
あ
り
、
高
度
の
「
法
律
組
織
化
」
を
整
備
し
た

も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
際
、
筆
者
の
よ
う
な
憲
法
学
者
に

と
っ
て
と
く
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
共
同
体
の
裁
判
官
と
構
成

諸
国
裁
判
官
(
各
国
憲
法
・
実
定
法
・
法
理
論
な
い
し
文
化
に
お
い
て
、

夫
々
相
互
に
l
|
共
通
性
と
同
時
に

1
i深
い
相
違
の
あ
る
各
国
国
内
裁
判
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官
)
に
お
い
て
、
共
同
体
法
秩
序
の
形
成
に
対
す
Z
定

E
・
形
態
に
お
い
て

1
1ー
ま
た
国
毎
に

l
l重
要
な
相
違
が
あ
り
は
し
な
い
か
、
そ
の
動
向
お
よ

び
調
整
は
い
か
に
な
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

、J'o 
f
t

、

(
2〉

ま
ず
、
共
同
体
裁
判
所
の
対
応
・
判
例
の
動
向
に
つ
い
て
、
そ
の
権
限
を

共
同
体
裁
判
所
判
例
の
特
徴

ヨーロッパ共同体裁判所の国際法的・憲法的側面の一考察

積
極
的
に
行
使
す
る
傾
向
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
と
と
も
に
、

グ
ペ
ル
ヌ
マ
ン
・
デ
・
ク
ユ
タ
ユ

そ
れ
ら
が
「
裁
判
官
政
治
」
の
弊
に
陥
る
こ
と
が
な
い
か
、
検
討
を
要
す

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

共
同
体
裁
判
所
が
、
共
同
体
に
委
ね
ら
れ
た
諸
目
標
の
実
現
の
た
め
負
託

さ
れ
て
い
る
基
本
的
任
務
は
「
法
の
尊
重
」
を
確
保
し
(
共
同
体
条
約
二
ハ

四
条
)
、
共
同
体
の
「
合
法
性
」
遵
守
の
番
人
と
な
る
こ
と
(
同
条
約
一
七

コ
ン
セ
プ
シ
オ
シ
・
ラ
ル
ク
ュ
・
ェ

三
条
)
で
あ
る
が
、
裁
判
所
は
多
く
の
機
会
に
「
白
か
ら
の
役
割
に
つ
い
て

ヲ
才
ル

t
F

・

v-
ソ

シ

ロ

ー

ル

拡
大
・
強
化
の
考
え
方
」
を
打
出
し
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
動
向
が
次
の
よ

う
な
仕
方
で
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

-
裁
判
所
の
任
務
と
し
て
「
尊
重
」
を
確
保
す
べ
き
「
法
」
の
「
詩

源
泉
」
に
つ
い
て
、
ま
た
、
そ
の
番
人
と
さ
れ
て
い
る
共
同
体
の
「
合
法

性
」
の
内
容
を
規
定
す
る
に
あ
た
っ
て
考
慮
す
べ
き
諸
要
素
の
選
択
に
あ

た
り
、
「
大
き
な
自
由
」
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
法
文
に
狭
く
開
閉

じ
込
め
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
「
法
の
一
般
原
則
則
」
(
構
成
諸
国
が
属
し

て
い
る
法
的
文
明
の
基
礎
に
あ
る
と
こ
ろ
の
秩
序
・
正
宗
・
理
性
と
い
ウ

?
培
シ
・
2

4

Y

た
観
念
の
共
通
の
基
盤
を
な
す
)
に
訴
え
る
こ
と
が
多
く
、
ま
た
、
共
同

体
の
市
民
の
基
本
的
権
利
の
保
護
の
明
確
化
に
道
を
ひ
ら
く
(
後
述
)
、
等

に
よ
っ
て
。

2
裁
判
所
は
共
同
体
法
が
「
有
益
な
効
貯
」
を
も
っ
場
合
、
そ
れ
を

承
認
(
否
定
を
拒
否
〉
す
る
傾
向
を
示
し
て
き
た
。
例
え
ば
、
具
体
的
規

整
方
式
が
制
度
上
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
、
共
同
体
法
か
ら
派
生

す
る
法
的
行
為
に
つ
い
て
も
個
人
が
裁
判
所
に
出
訴
す
る
可
能
性
を
確
認

す
る
な
ど
。

3

裁
判
所
の
判
例
の
「
建
設
的
態
度
」
と
し
て
、
「
止
V
J
が
お
よ
び
掛

卦
の
静
静
」
に
屡
々
一
訴
え
、
共
同
体
の
法
秩
序
の
づ
町
船
・
制
度
の
構
造
・

そ
の
相
互
関
係
と
均
衡
と
い
っ
た
問
題
に
表
明
さ
れ
る
「
深
い
論
理
」
に

(
3
)
 

よ
っ
て
共
同
体
が
建
設
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
論
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
。

4
裁
判
所
の
判
例
に
お
け
る
「
目
的
斡
除

4
r
F」
、
す
な
わ
ち
、
共

同
体
に
期
待
さ
れ
た
諸
目
標
の
考
慮

l
l関
税
同
盟
、
副
知
船
内
の
平
等
、

商
業
・
移
動
の
自
由
、
撲
成
諸
国
の
連
帯
の
観
念
、
経
済
的
・
法
律
的
統

一
を
志
向
す
る
希
求
1
j
t
に
よ
っ
て
、
共
同
市
場
の
実
行
の
た
め
の
経
済

的
・
財
政
的
・
社
会
的
諮
問
題
の
多
く
を
首
尾
一
貫
し
た
視
野
の
も
と
に

解
決
し
て
い
る
、
と
い
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
共
向
体
裁
判
所
の
判
例
に
お
け
る
積
極
的
傾
向

は
、
政
治
的
に
独
立
(
無
責
任
)
の
判
事
の
政
治
的
統
治
日
「
裁
判
官
の
絞
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治」

(
一
九
三

0
年
代
前
半
、
三
七
年
ま
で
の
ア
メ
リ
カ
の
最
高
裁
判
所
の

ニュ

l
デ
ィ

l
ル
社
会
・
経
済
立
法
に
対
す
る
、
伝
統
的
観
念
に
よ
る
数
多

く
の
違
憲
判
決
ゃ
、
第
二
次
大
戦
後
の
イ
ン
ド
の
最
高
裁
判
所
の
多
〈
の
保

守
的
違
憲
判
決
等
)
で
は
な
い
か
が
、
当
然
問
題
と
な
ろ
う
。
こ
の
問
題
に

〈

4
V

つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
弁
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。

共
同
体
裁
判
所
の
判
決
は
、
判
決
理
由
を
公
表
す
る
義
務
が
あ
り
〔
共

同
体
裁
判
所
規
則
三
四
条
)
、
し
た
が
っ
て
判
決
に
対
す
る
被
治
者
の
批

判
や
統
制
を
可
能
な
ら
し
め
、
判
決
の
不
当
な
拡
大
を
抑
制
し
う
る
ほ
か
、

と
り
わ
け
、
共
同
体
の
機
能
の
実
態
が
動
的
で
進
化
的
な
性
格
を
も
っ
点

に
お
い
て
、
国
内
裁
判
所
と
同
一
視
し
え
な
い
特
色
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ

れ
る
。す
な
わ
ち
、
共
同
体
の
立
法
者
は
主
と
し
て
理
事
会
で
あ
る
が
、
種
々

の
困
難
が
あ
り
、
共
同
体
法
・
規
則
に
お
い
て
立
法
の
遅
延
や
欠
倣
が
少

な
く
な
い
が
、
し
か
も
解
決
す
べ
き
問
題
や
事
件
が
発
生
し
て
共
同
体
裁

判
所
に
提
起
さ
れ
る
。
裁
判
所
と
し
て
は
、
そ
れ
ら
を
解
、
決
し
て
ゆ
か
な

け
れ
ば
共
同
体
の
存
続
を
維
持
で
き
な
い
よ
う
な
事
態
に
直
面
す
る
の

で
、
立
法
上
の
欠
紋
や
不
備
を
補
充
し
、
「
共
同
体
の
法
秩
序
の
本
質
的

基
盤
」
に
遡
っ
て
考
慮
す
る
必
要
が
生
ず
る
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
国
内
裁
判
所
が
政
治
権
力
の
も
と
立
法
を
整
備
し
解
決
の
準
拠
を
示

さ
れ
る
の
と
基
本
的
に
呉
な
り
、
共
同
体
構
成
諸
国
に
よ
り
受
容
さ
れ
た

諸
目
的
を
達
成
す
る
た
め
共
同
体
法
立
法
者
(
そ
の
意
思
形
成
に
多
大
の

難
聞
が
あ
る
〉
や
執
行
者
と
並
ん
で
、
「
一
高
度
に
進
化
的
な
機
能
を
示

す
」
共
同
体
制
度
の
中
心
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
共
同
体
裁
判
所
と
し

て
は
、
共
同
体
が
そ
の
任
務
を
実
現
し
て
ゆ
く
べ
き
で
あ
る
以
上
、
動
的
・

部
力
的
に
そ
の
判
例
を
形
成
し
て
ゆ
か
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
ニ

f
l
Jア
ィ

l
ル
違
憲
立
法
違
憲
判
決
の
よ
う
な
伝
統
的
固
定
概
念

に
よ
る
反
動
的
役
割
と
は
「
逆
の
」
、
進
化
的
・
動
的
な
共
同
体
の
要
請

に
適
合
す
る
役
割
を
果
す
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
さ
れ
る
。

(
5
)
 

別
稿
で
検
討
す
る
よ
う
に
、
共
同
体
の
立
法
権
(
主
と
し
て
理
事
会
、
委

員
会
が
発
議
・
関
与
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会
は
主
と
し
て
諮
問
機
関
)
・
執
行

権
(
委
員
会
が
共
同
体
固
有
の
執
行
権
と
と
ら
え
る
説
あ
り
〉
に
つ
い
て

は
、
国
内
的
議
会
・
執
行
府
(
大
統
領
・
政
府
〉
と
は
基
本
的
に
異
な
り
、

理
事
会
・
委
員
会
が
樽
成
諸
国
の
利
害
・
主
張
の
相
違
に
よ
る
困
難
を
調

整
・
解
決
す
る
必
要
を
生
ず
る
と
い
う
固
有
の
特
殊
な
国
際
的
問
題
が
あ

り
、
共
同
体
条
約
の
基
盤
は
あ
る
に
し
て
も
、
立
法
的
に
遅
延
・
欠
飲
・
不

備
を
生
ず
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
難
点
を
、
ベ
ス
カ
ト

1
ル
の
言
う
よ
う
に
共
同
体
裁
判
所

の
積
極
的
姿
勢
・
判
例
に
よ
り
克
服
す
る
と
い
う
方
向
は
、
や
は
り
、
「
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
統
合
」
(
超
国
家
的
国
際
機
構
の
確
立
〉
あ
る
い
は
「
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
共
通
法
」
の
形
成
を
志
向
す
る
司
法
政
策
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
て
、
超

国
家
機
構
に
反
対
し
国
家
主
権
に
固
執
す
る
例
か
ら
い
え
ば
「
裁
判
官
の
政

北法31(3-4・n.386)1772 



治
」
と
し
て
批
判
が
向
け
ら
れ
ざ
る
を
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ

ち
、
共
同
体
裁
判
所
の
判
例
の
積
極
主
義
と
消
極
主
義
は
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

統
合
」
か
各
主
権
国
家
の
自
主
(
多
様
)
性
尊
重
か
、
と
い
う
基
本
的
対
立

に
帰
す
る
と
こ
ろ
に
、
ま
ず
、
独
自
の
特
徴
を
看
取
し
う
る
と
思
わ
れ
る
。

ヨーロッパ共同体裁判所の国際法的・憲法的側面の一考察

c
 

f
k
 

共
同
体
構
成
諸
国
の
国
内
裁
判
所
は
、
共
同
体
法
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な

構
成
諸
国
裁
判
所
判
例
の
共
通
性
と
多
様
性

態
度
を
と
り
判
例
を
出
し
て
い
る
か
、
次
に
問
題
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

こ
の
点
、
共
同
体
裁
判
所
が
終
始
一
貫
明
確
な
教
説
(
上
述
同
)
を
維
持
し

て
い
る
の
に
対
し
、
諸
国
相
互
間
に
共
通
し
た
も
の
も
み
ら
れ
る
が
、
む
し

ろ
夫
々
各
国
独
自
の

l
l相
互
に
重
要
な
相
違
の
み
ら
れ
る
|
|
対
応
が
あ

り
、
ま
た
共
同
体
法
に
対
し
消
極
的
な
態
度
を
示
す
も
の
が
あ
っ
て
、
複
雑

な
実
態
を
示
し
て
い
る
。
ま
ず
協
力
的
傾
向
に
つ
い
て
。

共
同
体
法
に
有
利
な
い
し
理
解
あ
る
構
成
諸
国
裁
判
所
の
判
例
は
多

い
。
共
同
体
法
の
特
殊
性
、
国
内
法
へ
の
直
接
的
効
力
、
共
同
体
法
の
優

位
、
共
同
体
内
に
お
け
る
商
業
の
自
由
・
競
争
・
社
会
的
平
等
に
関
す
る

権
利
等
に
つ
い
て
、
各
国
内
裁
判
所
自
身
に
よ
り
、
あ
る
い
は
「
先
決
手

続
」
に
よ
る
共
同
体
裁
判
所
に
提
訴
す
る
各
国
裁
判
所
の
事
前
の
行
為
に

お
い
て
、
共
同
体
法
に
対
す
る
理
解
あ
る
共
通
の
態
度
が
み
ら
れ
る
こ
と

は
た
し
か
で
あ
る
。

(
6
V
 

と
こ
ろ
が
、
構
成
諸
国
の
憲
法
・
実
定
裁
判
制
度
、
判
例
、
法
理
論
な
い

し
伝
統
の
相
違
に
由
来
す
る
、
共
同
体
法
に
対
す
る
控
え
目
な
い
し
消
極
的

あ
る
い
は
抵
抗
的
態
度
も
み
ら
れ
、
多
様
な
法
理
論
の
展
開
が
存
在
す
る
こ

と
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。
全
貌
の
詳
細
な
研
究
は
小
稿
の
よ
く
す
る
と
こ

ろ
で
は
な
い
の
で
、
共
同
体
法
の
優
位
性
に
関
連
し
て
、
簡
潔
に
重
要
な
例

ハ
7
)

の
み
を
概
観
す
る
に
と
ど
め
る
。

-
オ
ラ
ン
ダ
お
よ
び
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
に
お
い
て
は
、
共
同
体
法
の

優
位
は
、
国
際
法
の
優
位
と
同
様
に
、
確
固
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。

オ
ラ
ン
ダ
に
お
い
て
は
、
憲
法
上
の
明
示
の
規
定
に
よ
る
も
の
で
あ

る
。
と
く
に
同
憲
法
(
一
九
五
六
年
改
正
)
六
五
条
の
条
約
の
公
布
に
よ

(
8〉

る
国
内
法
的
直
接
効
力
を
生
ず
る
規
定
、
お
よ
び
六
六
条
の
「
王
国
内
に

お
い
て
効
力
を
も
っ
法
規
は
、
も
し
そ
の
適
用
に
よ
っ
て
、
そ
の
法
規
の

制
定
の
以
前
に
で
あ
れ
以
後
に
で
あ
れ
施
行
さ
れ
た
条
約
の

i
l何
人
に

対
し
て
も
拘
束
力
あ
る
1

1
規
定
と
抵
触
す
る
場
合
に
は
、
適
用
さ
れ
る

こ
と
は
な
い
」
と
の
条
約
優
位
の
規
定
が
明
確
で
あ
る
。

ル
ク
セ
ン
プ
ル
グ
に
お
い
て
は
、
共
同
体
設
立
以
前
の
判
例
法
に
基
づ

い
て
条
約
お
よ
び
共
同
体
法
の
優
位
が
明
ら
か
で
あ
る
。

2

ベ
ル
ギ
ー
に
お
い
て
は
、
従
来
の
判
例
は
法
律
の
条
約
違
反
性
の

審
査
に
否
定
的
で
あ
っ
た
が
、
最
近
の
破
棄
院
判
決
(
一
九
七
一
年
五
月

二
七
日
、
開
冨
件
『
叩
紅
白

n-
同
リ
円

O
B白
関
白
丘
町
可
門
担
ロ
ロ
OEω
巳
2
0
F
m
ω
}向日

(
9
)
 

事
件
)
以
来
、
条
約
の
優
位
、
い
わ
ん
や
共
同
体
法
が
国
内
法
に
優
位
す
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研究ノート

る
こ
と
は

l
lた
と
い
後
法
で
あ
っ
て
も

i
l判
例
法
上
承
認
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
る
。

3
西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
基
本
法
二
五
条
が
「
国
際
法
の
一
般
原

則
は
、
連
邦
法
の
構
成
部
分
で
あ
り
、
法
律
に
優
先
す
る
効
力
を
有
し
、
連

邦
領
土
の
住
民
に
対
し
直
接
に
権
利
と
義
務
を
生
じ
さ
せ
る
」
と
規
定
し

(
凶
〉

て
い
る
が
、
学
説
上
解
釈
に
争
い
が
あ
る
。
判
例
上
、
連
邦
憲
法
裁
判
所

一
九
六
七
年
一

O
月
一
八
日
決
定
に
お
い
て
、
共
同
体
法
に
つ
き
「
個
々

の
構
成
国
の
公
権
力
に
対
し
て
自
主
的
か
つ
独
立
の
新
し
い
公
権
力
が
創

設
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
し
た
が
っ
て
、
(
共
同
体
の
)
法
規
則
は
構

成
国
の
批
准
行
為
を
必
要
と
す
る
こ
と
な
く
、
ま
た
、
構
成
国
に
よ
っ
て

無
効
と
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
」
と
判
旨
し
、
共
同
体
法
の
圏
内
的

効
果
に
有
利
な
解
釈
を
示
し
て
い
る
。
連
邦
財
政
裁
判
所
は
一
九
六
八
年

七
月
一

O
日
判
決

(
2
2
5
8ロ
事
件
〉
に
お
い
て
「
E
E
C
条
約
に
よ

っ
て
、
構
成
諸
国
は
、
限
ら
れ
た
行
動
範
囲
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
新

た
な
か
っ
自
主
的
な
主
権
的
権
力
の
主
体
を
創
り
出
し
た
。
構
成
諸
国
が

こ
の
新
し
い
主
権
的
権
力
の
下
に
自
国
の
領
域
を
お
い
た
と
い
う
事
実
か

ら
、
そ
の
制
定
す
る
(
共
同
体
)
法
は
国
内
法
に
も
効
力
を
も
っ
」
と
判

旨
し
、
共
同
体
法
の
自
主
性
と
直
接
的
効
力
を
承
認
す
る
か
に
み
え
る
見

解
を
示
し
た
が
、
し
か
し
、
同
判
決
は
ま
た
、
「
共
同
体
法
は
そ
の
成
生

に
お
い
て
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
に
、
そ
の
適
用
に
つ
い
て
は
構
成
国
法
に
属

(
U〉

す
る
」
と
も
一
言
っ
て
お
り
、
疑
問
を
残
し
て
い
た
。

な
お
、
基
本
法
二
四
条
が
「
連
邦
は
、
法
律
に
よ
っ
て
、
そ
の
諸
高
権

を
国
際
機
関
に
移
譲
す
る
こ
と
が
で
さ
る
:
:
:
」
と
規
定
し
て
お
り
、
ま

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
加
盟
に
よ
る
西
独
の
主
権
的
権
力
の
一
定
部

分
を
移
譲
す
る
こ
と
は
、
基
本
ー
法
が
予
定
し
た
と
こ
ろ
と
い
え
よ
う
。
た

だ
し
、
「
如
何
な
る
範
囲
で
」
こ
の
主
権
的
権
力
を
基
本
法
の
枠
内
で
移

〈ロ)

譲
し
う
る
か
と
い
う
重
要
な
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
邦

へ
の
主
権
移
譲
ゃ
、
西
独
の
権
力
分
配
構
造
の
改
変
や
基
本
法
上
の
基
本

的
人
権
の
本
質
的
内
容
を
明
白
に
侵
害
す
る
よ
う
な
こ
と
は
認
め
ら
れ
な

い
と
解
さ
れ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
の
直
接
的
効
力
と
優
位
性
の
要
請
と
、

西
独
基
本
法
上
の
基
本
的
人
権
の
保
障
と
の
衝
突
l
|
共
同
体
裁
判
所
と

西
独
裁
判
所
と
く
に
憲
法
裁
判
所
の
関
係
|
)
が
問
題
と
な
り
う
る
所
以

で
あ
る
(
後
述
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
行
政
裁
判
所
一
九
六
八
年
五
月
二
八

日
判
決
以
降
の
一
連
の
判
決
、
憲
法
裁
判
所
一
九
七
四
年
五
月
二
九
日
判

(
日
)

決
等
〉
0

4

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
憲
法
の
条
文
上
は
条
約
の
国
内
法
的
効

力
お
よ
び
そ
の
優
位
性
に
つ
い
て
明
ら
か
に
有
利
な
規
定
が
み
ら
れ
る
。

第
五
共
和
制
(
一
九
五
八
年
)
憲
法
五
五
条
は
「
正
規
に
批
准
さ
れ
又
は

承
認
さ
れ
た
条
約
又
は
協
定
は
、
他
の
当
事
国
に
よ
っ
て
も
適
用
さ
れ
る

と
い
う
留
保
の
も
と
に
、
そ
の
公
布
の
時
か
ら
法
律
の
権
威
に
優
る
権
威

を
有
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。

共
同
体
法
が
そ
れ
以
前
の
国
内
法
に
優
位
す
る
原
則
は
判
例
上
も
争
い

が
な
い
。
し
か
し
、
国
内
後
法
に
つ
い
て
学
説
・
裁
判
上
考
え
方
が
分
れ

円

U
〉

て
い
る
。
破
棄
院
を
含
め
て
司
法
裁
判
所
が
憲
法
五
五
条
に
従
っ
て
明
確

(日〉

に
共
同
体
法
の
優
位
を
認
め
て
い
る
の
に
対
し
、
国
務
院
一
九
六
八
年
三

月
一
日
判
決
は
「
黙
示
的
に
(
共
同
体
法
の
優
位
に
よ
る
園
内
後
法
律
の

さ
に
、

北法31(3-4・II.388)1774 
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〔

mv

適
用
拒
否
を
明
示
せ
ず
)
し
り
ぞ
け
た
」
と
み
ら
れ
て
い
る
。

(

口

〉

憲
法
院
の
一
九
七
五
年
一
月
一
五
日
判
決
に
お
い
て
は
、
憲
法
五
五
条

の
条
約
優
位
原
則
の
尊
重
を
憲
法
院
が
確
保
す
べ
き
こ
と
を
意
味
す
る
も

ヂ
ニ
イ

I

・v
・9
ユ
ス
テ
イ
ス

の
で
は
な
い
と
判
旨
し
て
い
る
が
、
「
裁
判
の
拒
五
百
」
に
な
る
と
の
厳

ハ
時
)

し
い
批
判
が
あ
る
。
其
後
、
結
局
、
破
棄
院
に
お
い
て
は
、
下
級
審
司
法

裁
判
所
の
判
断
を
支
持
し
て
、
共
同
体
法
の
直
接
的
適
用
性
と
優
位
性
を

(mv 

改
め
て
明
確
に
適
用
し
て
い
る
。

5

イ
タ
リ
ヤ
に
お
い
て
は
、
判
例
に
動
揺
が
み
ら
れ
る
。
憲
法
裁
判

所
は
ま
ず
、
一
九
六
四
年
三
月
七
日
判
決
ハ
の

g
g
n
-
思
白
「
事
件
〉

に
お
い
て
共
同
体
法
の
優
位
性
を
拒
否
し
た
(
国
際

l
国
内
法
二
元
論
の

影
響
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
〉
o

其
後
、
一
九
六
九
年
六
月
三

O
日
判
決
に

レ
夕
、
X
シ

よ
り
共
同
体
規
則
は
州
法
律
に
優
越
す
る
と
判
旨
し
て
い
る
。
破
棄
院

は
、
共
同
体
規
則
は
園
内
後
法
に
優
位
し
な
い
と
し
た
判
決
(
一
九
七
三

年
六
月
二
七
日
)
も
あ
る
が
、
逆
に
、
共
同
体
法
の
優
位
を
認
め
る
判
決

も
あ
る
(
一
九
七
二
年
六
月
八
日
判
決
。
ペ
ス
カ
ト

I
ル
は
、
下
級
審
裁

判
所
の
方
が
共
同
体
法
に
対
し
て
開
放
的
と
観
察
し
て
い
る
)
。

結
局
、
憲
法
裁
判
所
は
、
一
九
七
三
年
一
二
月
一
八
日
判
決
に
お
い

て
、
詳
細
な
理
由
に
基
づ
き
、
二
元
論
的
見
解
を
し
り
ぞ
け
、
ま
た
当
時

支
配
的
だ
っ
た
イ
タ
リ
ヤ
の
行
政
慣
行
を
否
認
し
て
、
明
確
に
共
同
体
法

ハ
mv

の
優
位
と
直
接
的
効
力
を
認
め
た
と
い
う
観
察
が
あ
る
(
た
だ
し
、
憲
法

上
の
基
本
的
人
権
侵
害
の
共
同
体
法
の
効
力
を
拒
否
し
う
る
か
の
問
題
が

残
る
o

後
述
三

ω削
)
o

二
年
後
の
一
九
七
五
年
一

O
月
二
二
日
の
憲
法

裁
判
所
判
決
も
、
こ
の
立
場
を
確
認
し
、
か
っ
、
共
同
体
法
と
法
律
と
の

〈

m却
)

抵
触
に
つ
い
て
の
判
断
権
限
は
憲
法
裁
判
所
に
の
み
属
す
る
と
判
旨
し
て

い
る
と
い
う
。

6
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
、
条
約
は
国
会
制
定
法
の
制
定
を
ま
っ
て

国
内
法
的
効
力
を
有
す
る
と
い
う
二
元
論
の
伝
統
が
あ
り
(
一
七
世
紀
の

憲
法
抗
争
の
結
果
確
立
)
、
ま
た
国
際
慣
習
法
は
国
会
制
定
法
お
よ
び
最

高
裁
判
例
に
違
反
し
な
い
か
ぎ
り
に
お
い
て
の
み
国
法
の
一
部
と
し
て
承

認
さ
れ
、
後
に
締
結
施
行
さ
れ
た
条
約
と
祇
触
す
る
国
会
制
定
法
な
い
し

確
立
し
た
裁
判
例
に
つ
い
て
も
裁
判
所
は
後
二
者
を
優
先
適
用
す
ぺ
き
も

の
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
通
常
の
場
合
裁
判
所
は
条
約
上
の
義
務
と
矛
盾

し
な
い
よ
う
国
法
を
解
釈
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
共
同
体
法
(
ロ

l
マ
条
約
、
共
同
体
機
関
の
制
定
法
規
、

共
同
体
裁
判
所
の
判
例
に
発
す
る
〉
は
、
通
常
の
条
約
と
は
全
く
趣
き
を

異
に
す
る
「
特
別
法
」
(
貯
何
回
百
四

nu--∞
)
で
あ
り
、
二
元
論
的
な
考
え

方
は
適
合
的
で
は
な
く
、
ロ
ー
マ
条
約
の
誇
目
的
達
成
の
た
め
創
設
さ
れ

た
自
立
的
・
固
有
の
最
高
性
を
も
っ
法
秩
序
で
あ
り
、
そ
れ
は
イ
ぞ
リ
ス

を
含
め
た
梼
成
諸
国
の
国
内
法
体
系
に
深
〈
浸
透
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ

て
い
る
。
学
者
の
な
か
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
国
会
は
そ
の
立
法
権
の
一
定
の

も
の
を
共
同
体
機
関
に
移
譲
し
た
、
裁
判
所
も
そ
の
よ
う
な
新
し
い
法
秩

(
幻
)

序
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
理
解
す
べ
き
だ
と
す
る
も
の
が
あ
る
(
可
・
ロ
伊

豆
Hnro--)
。

一
九
七
二
年
の
国
会
制
定
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
法
律
(
何
回
H
B官
自

の
C
B自
己
口
町
民

g
〉
円
。
の
二
条
一
項
は
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

「
(
共
同
体
諸
)
条
約
に
よ
り
ま
た
は
そ
の
も
と
に
時
に
応
じ
創
設
さ
れ
ま

北法31(3-4・II• 389) 1775 



研究ノート

均
J
J
1
V
J
V』

n
，a
'
d
・44内

た
は
生
起
す
る
と
こ
ろ
の
す
べ
て
の
権
利
、
権
能
、
責
任
、
義
務
お

よ
び
制
約
、
お
よ
び
条
約
に
よ
り
ま
た
は
そ
の
も
と
に
時
に
応
じ
規
定
さ

れ
る
す
ぺ
て
の
救
済
お
よ
び
手
続
は
、
条
約
に
し
た
が
っ
て

(
g
E
白
?

S
E
g
n自
主
岱
岳
叩
吋
円
四
由
民
叩
曲
〉
連
合
王
国
内
に
お
い
て
そ
れ
以
上
の

法
制
定
行
為
に
よ
り
法
的
効
田
市
を
与
え
ら
れ
ま
た
は
用
い
ら
れ
る
こ
と
な

し
に
、
法
に
お
い
て
承
認
さ
れ
援
用
可
能
で
あ
り
公
開

g
宮
町
邑
自
品

目
〈
田
口
与

F

S

F
耳
)
、
執
行
さ
れ
(
町
民
2
3
ε
、
許
容
さ
れ
そ
れ
に

続
く
手
続
が
行
な
わ
れ
る
:
:
:
」
と
、
そ
し
て
、
こ
の
制
定
法
に
よ
り
共

同
体
の
諸
規
則
に
「
直
接
的
効
力
が
与
え
ら
れ
」
「
国
会
主
権
お
よ
び
二

元
論
的
見
解
の
イ
ギ
リ
ス
的
教
義
か
ら
生
じ
う
る
諸
々
の
難
点
が
克
服
で

(mv 

き
た
」
と
註
解
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
国
会
制
定
法
が
共
同
体
法
の
後
法

と
し
て
後
者
に
抵
触
す
る
規
定
を
制
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い

が
、
二
条
一
項
の
「
執
行
可
能
な
共
同
体
の
権
利
」

(
g
F
R
E
E刊

の
O
B
Bロ
ロ
広
司
ユ
間
宮
)
の
観
念
に
よ
り
(
二
条
四
項
(
略
〉
の
解
釈
と
総

合
し
て
て
裁
判
所
は
事
後
の
制
定
法
を
適
用
で
き
な
い
(
そ
の
実
効
性

を
否
認
。
無
効
に
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
)
と
い
う
註
解
が
あ
る
。
も
っ

と
も
、
連
合
王
国
は
共
同
体
か
ら
脱
退
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
一
九
七

五
年
の
人
民
投
票
法
は
脱
退
の
可
否
を
国
民
に
問
う
た
と
こ
ろ
、
大
多
数

が
反
対
、
今
日
ま
で
共
同
体
内
に
留
っ
て
い
る
。

判
例
は
未
だ
数
が
少
な
い
が
、
イ
ギ
リ
ス
高
等
裁
判
所
一
九
七
三
年
一

一
月
七
白
判
決
は
、
一
九
七
二
年
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
法
律
に
よ
れ
ば
共

同
体
法
は
イ
ギ
リ
ス
に
直
接
適
用
さ
れ
ま
た
イ
ギ
リ
ス
国
法
と
抵
触
す
る

場
合
そ
れ
に
傑
越
す
る
と
判
出
国
し
て
い
る
。
ま
た
、
ロ
ン
ド
ン
控
訴
裁
判

所
一
九
七
四
年
五
月
二
二
日
判
決
で
デ
ニ
ン
グ
卿
が
、
「
国
会
は
(
共
同

体
)
条
約
が
爾
来
わ
れ
わ
れ
の
法
の
部
分
を
な
す
こ
と
を
決
定
し
た
」
と

〈
幻
〉

書
い
て
も
い
る
。

以
上
の
概
観
に
よ
っ
て
も
、
共
同
体
法
の
直
接
的
園
内
効
力
や
国
内
法
に

対
す
る
優
位
性
に
つ
い
て
、
構
成
諸
国
の
裁
判
所
の
法
理
論
梼
成
や
取
扱
い

に
多
様
性
あ
る
こ
と
が
看
取
さ
れ
た
。
と
り
わ
け
そ
の
障
害
な
い
し
制
約
と

な
っ
て
き
た
の
は
、
例
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
の
上
述
国
務
院
一
九
六
八
年

(ω
ヨ丘町

n
a
m
Z合
同
二

g
p寄
付
由
民
O

日
常

P
E
E
-司
事
件
)
判
決
に
み

ら
れ
る
よ
う
な
フ
ラ
ン
ス
的
伝
統
と
い
え
る
「
権
力
分
立
」
観
(
裁
判
官
の

任
務
は
、
法
律
へ
の
従
属
と
そ
の
適
用
で
あ
り
、
法
律
を
審
査
し
排
除
す
る

こ
と
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
憲
法
五
五
条
の
国
際
法
の
園
内
法
律
に
対

す
る
優
位
原
則
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
法
律
の
違
憲
性
審
査
も
条
約
違
反
性
の

方

l
-
J
リ

ミ

タ

シ

庁

シ

〈

川

品

一

}

統
制
も
な
し
え
な
い
と
い
う
「
裁
判
官
の
自
制
」
の
態
度
)
や
、
国

際
法
と
国
内
法
と
の
関
係
の
「
二
元
主
義
」
観
に
影
響
さ
れ
た
イ
タ
リ
ヤ
意

法
裁
判
所
上
述
一
九
六
四
年

((uggn-
同

w
・
2
・
∞
-
F
・
事
件
)
判
決
に
み

ら
れ
る
(
法
律
に
よ
り
条
約
に
違
背
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ

は
国
際
的
次
元
に
お
い
て
国
家
責
任
の
問
題
を
生
ず
る
の
み
で
、
法
律
の
国

内
的
効
力
は
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
と
解
し
た
。
こ
の
判
決
後
、
同
名
の

事
件
に
つ
き
共
同
体
裁
判
所
は
全
く
逆
の
結
論
を
判
旨
し
た
し
、
ま
た
、
同

北法31(3-4・II-390)1776 
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で
共
同
体
憲
法
と
い
っ
て
よ
い
が
、
諸
国
憲
法
が
包
括
的
人
権
保
障
規
定
を

備
え
て
い
る
の
と
は
異
り
明
示
の
人
権
宣
言
な
い
し
保
障
体
系
を
も
っ
て
い

な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
軍
事
的
お
よ
び
政
治
的
共
同
体
条
約
案
に
は
、
基
本

門

1
)

的
人
権
保
障
規
定
が
明
示
的
に
設
け
ら
れ
て
い
た
が
、
経
済
共
同
体
は
純
然

た
る
経
済
的
・
社
会
的
領
域
の
問
題
(
生
産
、
商
業
、
金
融
取
引
、
職
業
活

動
、
労
働
者
の
移
動
、
社
会
保
障
等
)
を
規
整
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
政
治

ヨーロッパ共同体裁判所の国際法的・憲法的側面の一考察

的
・
軍
事
的
領
域
に
お
い
て
典
型
的
に
生
起
す
る
よ
う
な
公
権
力
対
市
民
の

人
権
が
衝
突
す
る
と
い
っ
た
事
態
を
あ
ま
り
予
想
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
え

ょ
う
か
。

し
か
し
な
が
ら
、
経
済
的
・
社
会
的
領
域
に
お
い
て
で
あ
れ
、
共
同
体
法

が
構
成
諸
国
憲
法
の
保
障
す
る
基
本
的
人
権
と
関
係
が
あ
り
、
ま
た
時
と
し

て
両
者
の
聞
に
矛
盾
・
衝
突
す
る
場
合
が
|
|
法
理
論
的
に
も
実
際
上
も

(
2
V
 

1

1
起
り
う
る
可
能
性
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
国
際
的
人

権
保
障
と
し
て
の
、
国
際
連
合
憲
章
の
人
権
保
障
規
定
、
世
界
人
権
宣
言
、

国
際
人
権
規
約
と
り
わ
け
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
協
定
に
よ
る
基
本
的
人
権
の
保

障
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

ま
ず
、
共
同
体
法
と
構
成
諸
国
憲
法
の
保
障
す
る
基
本
的
人
権
と
の
関
連

刷
、
つ
い
で
、
共
同
体
機
構
が
ど
の
よ
う
な
人
権
を
実
際
上
保
障
し
て
い
る

か
側
、
さ
い
ご
に
共
同
体
法
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
協
定
の
人
権
保
障
相
互
間

(
3〉

に
ど
の
よ
う
な
関
連
が
あ
る
か
刷
、
の
煩
で
考
え
て
み
よ
う
o

な
お
、
こ
れ

ら
共
同
体
の
人
権
保
障
の
問
題
は
、
「
人
間
人
格
の
基
本
的
権
利
の
尊
重
」

と
い
う
各
国
憲
法
の
「
正
当
性
の
要
素
」
を
共
同
体
裁
判
所
が
共
同
体
次
一
冗

の
根
本
に
据
え
、
共
同
体
が
「
民
主
的
正
当
性
」
(
】
恥
m
E
B志
伝
自
o
n
g
l

(
4
)
 

忠
門
回
出
与
を
も
ち
え
て
い
る
か
と
い
う
根
本
問
題
に
も
か
か
わ
る
の
で
あ
る
。

、‘ノrw
共
同
体
法
と
構
成
諸
国
憲
法
の
保
障
す
る
基
本
的
人
権
と
の
関
連

共
同
体
諸
機
関
が
、
共
同
体
条
約
に
そ
の
活
動
の
法
的
基
盤
を
有
し
、
形

式
上
構
成
諸
国
の
園
内
法
に
拘
束
さ
れ
な
い
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
し

か
し
実
質
上
共
同
体
法
が
園
内
憲
法
上
保
障
さ
れ
た
人
権
を
侵
害
す
る
場

ム
口
、
国
内
裁
判
所
は
そ
の
適
用
を
恒
否
し
う
る
か
の
問
題
は
残
さ
れ
て
い

る
。
も
し
共
同
体
法
が
国
内
法
上
法
律
と
同
等
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
効
力

を
認
め
ら
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
憲
法
以
下
の
効
力
し
か
な
い
と
す
れ
ば
、

園
内
裁
判
所
の
違
憲
審
査
の
統
制
に
服
す
る
こ
と
は
、
法
理
上
あ
り
う
る
と

い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
憲
法
裁
判
所
を
も
っ
独
・
伊
の
重
要
な
学
説
・
判
例

状
況
が
と
り
わ
け
問
題
と
な
ろ
う
。

西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
学
説
状
況
は
ど
う
か
。

学
説
上
一
方
に
お
い
て
は
、
共
同
体
法
と
ド
イ
ツ
国
法
の
二
元
的
考
え

1 
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方
を
前
提
と
し
、
共
同
体
機
構
が
市
民
の
基
本
的
人
権
の
適
切
な
保
障
制

度
を
も
っ
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
西
ド
イ
ツ
基
本
法
の
保
障
す

る
基
本
権
に
つ
き
共
同
体
法
の
違
憲
性
の
審
査
と
統
制
を
認
め
、
違
憲
の

場
合
に
は
共
同
体
法
が
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
効
力
を
失
な
う
こ
と
を
説
い

ハ
5
)

て
い
る
。
ま
た
、
よ
り
ラ
ジ
カ
ル
な
説
と
し
て
、
共
同
体
組
織
と
西
独
憲

法
構
造
と
の
「
構
造
的
符
合
性
」
ハ
白
EHWEB--m
穴

g呪
ロ

gN)
を
要

求
し
、
結
局
、
共
同
体
法
が
国
内
的
立
法
手
続
と
同
視
し
う
る
よ
う
な
手

続
に
よ
ら
ず
し
て
成
立
す
る
(
共
同
体
議
会
は
諮
問
的
権
限
を
も
つ
に
す

ぎ
ず
、
「
(
構
成
諸
国
)
執
行
部
協
調
会
議
」
(
理
事
会
)
が
共
同
体
立
法

権
を
把
握
し
、
議
会
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
も
十
分
で
な
い
)
以
上
、
国
内
法

ハ
6
)

律
が
優
位
す
る
効
力
を
も
っ
と
説
く
も
の
も
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
共
同
体
的
統
合
の
特
殊
性
を
強
調
し
て
、
共
同
体
法
の

優
位
を
説
く
学
説
が
あ
る
。
例
え
ば
、
国
-
M
U
-
-

宮
町
田
に
よ
れ
ば
、
ロ

1

7

条
約
一
八
九
条
に
よ
り
{
呈
示
さ
れ
た
共
同
体
法
の
優
位
は
、
西
ド
イ
ツ

ザ
、
白
乙

基
本
法
ニ
四
条
の
「
(
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
)
統
合
の
横
粁
」
を
な
す
条
項
に
よ
っ

て
、
ド
イ
ツ
連
邦
に
共
同
体
法
の
効
力
を
展
開
す
る
こ
と
を
許
容
す
る
も

の
で
あ
り
、
共
同
体
構
成
諸
国
の
主
権
的
権
限
を
共
同
体
に
移
譲
す
る
こ

と
に
よ
り
、
構
成
諸
国
は
そ
れ
ら
の
権
限
に
そ
の
機
能
を
果
す
た
め
の
あ

ら
ゆ
る
手
段
を
与
え
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
衝
突
解
決
の
ル

1
ル
に
よ
っ

て
の
み
共
同
体
が
達
成
し
よ
う
と
し
て
い
る
目
標
の
実
現
が
保
障
さ
れ
う

ハ
7
〉

る
と
い
う
。
ま
た
同
旨
意
見
を
穴

N
d〈
a
m
mユ
が
述
べ
て
お
り
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
条
約
に
は
「
不
文
の
法
原
則
」
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
れ

ば
、
た
と
い
基
本
的
人
権
に
対
す
る
侵
害
が
あ
る
と
し
て
も
憲
法
を
含
む

門

8
V

国
内
法
に
共
同
体
法
規
範
が
優
位
す
る
こ
と
を
確
保
す
べ
き
だ
と
い
う
。

結
局
、
以
上
相
対
立
す
る
学
説
状
況
は
未
だ
解
決
さ
れ
る
に
至
っ
て
い

な
い
と
い
え
よ
う
。
判
例
の
状
況
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。
フ
ラ
ン
ク
フ
ル

ト
行
政
裁
判
所
一
九
七
一
年
七
月
一
四
日
判
決
理
由
が
一
つ
の
典
型
的
論

議
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
共
同
体
法
優
位
論
に
法
原
則
上

の
根
拠
を
認
め
え
ず
と
し
、
西
独
基
本
法
に
お
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
構

造
的
原
理
に
し
た
が
っ
た
解
釈
を
必
要
と
し
、
基
本
法
二
四
条
の
い
う

「
統
合
へ
の
綬
権
」
は
連
邦
立
法
部
が
国
際
的
組
織
の
た
め
に
一
定
領
域

に
お
け
る
そ
の
立
法
的
独
占
権
を
放
棄
し
た
の
で
あ
っ
て
、
共
同
体
機
関

の
立
法
は
西
独
に
お
い
て
特
別
な
適
用
命
令
な
し
に
直
接
適
用
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
基
本
法
二
四
条
が
そ
の
効
果
に
お
い
て
憲
法

改
正
と
同
じ
こ
と
を
認
め
た
の
で
は
な
い
か
ら
、
共
同
体
条
約
を
承
認
し

た
か
ら
と
い
っ
て
、
連
邦
立
法
部
が
基
本
法
に
よ
り
保
障
さ
れ
た
基
本
権

〈

9
V

を
尊
重
す
る
こ
と
を
放
棄
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
説
い
て
い
る
。

憲
法
裁
判
所
の
態
度
は
、
慎
重
で
あ
る
が
必
ら
ず
し
も
明
確
で
は
な

い
。
一
九
六
七
年
七
月
五
日
判
決
は
実
体
的
判
断
問
題
に
つ
い
て
判
定
す

る
こ
と
を
慎
重
に
廻
避
し
手
続
上
の
問
題
で
却
下
し
て
い
る
が
、
一
九
六

七
年
一

O
月
一
八
日
判
、
決
に
お
い
て
は
、
共
同
体
の
理
事
会
お
よ
び
委
員

会
の
規
則
の
違
憲
性
を
争
そ
う
私
企
業
の
提
訴
に
対
し
、
そ
れ
ら
共
同
体

機
関
の
規
則
は
「
条
約
に
よ
り
創
設
さ
れ
た
特
別
か
つ
超
国
家
的
な
公
権

力
の
行
為
で
あ
っ
て
構
成
諸
国
の
公
権
力
と
は
明
白
に
区
別
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
」
か
ら
、
提
訴
は
「
ド
イ
ツ
の
公
権
力
」
の
行
為
に
対
し
て
向
け

ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
理
由
で
、
不
受
理
を
判
決
し
て
い
る
。
こ
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の
判
決
は
「
権
限
移
譲
の
合
憲
性
、
共
同
体
法
の
自
立
性
と
そ
の
ド
イ
ツ

に
お
け
る
直
接
適
用
性
を
承
認
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
が
、
明
示

の
留
保
を
付
し
て
お
り
、
「
憲
法
裁
判
所
に
適
法
に
提
訴
さ
れ
た
事
案
」

に
つ
い
て
は
、
共
同
体
法
が
基
本
法
の
基
本
権
を
保
障
す
る
諸
条
項
に
適

合
す
る
か
を
審
査
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
憲
法
裁
判
所
に
、
移
送
あ
る
い
は
個
人
的
提
訴
が
あ
っ

た
基
本
権
の
問
題
に
つ
い
て
、
非
ド
イ
ツ
公
権
力
と
し
て
の
共
同
体
の
行

為
で
は
な
く
、
例
え
ば
、
共
同
体
関
係
条
約
の
批
准
の
た
め
の
ド
イ
ツ
議

会
の
承
認
法
に
対
し
、
さ
ら
に
、
共
同
体
法

i
i理
事
会
・
委
員
会
の
規

則
や
部

F
引

γー
の
国
内
的
執
行
に
あ
た
り
、
そ
の
目
的
達
成
上
必
要
な

園
内
的
諸
措
置
に
対
す
る
憲
法
裁
判
所
の
統
制
1
ー
と
く
に
基
本
権
侵
犯

に
つ
い
て
1

1
が
行
な
わ
れ
る
可
能
性
は
残
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ

〈

ω}

れ
が
共
同
体
法
体
制
に
対
し
「
間
接
に
」
鼎
の
軽
重
を
問
う
こ
と
に
な

り
、
憲
法
裁
判
所
が
こ
れ
を
如
何
に
取
扱
う
か
は
注
目
に
値
い
す
る
と
こ

ろ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

2
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。

学
説
上
は
ド
イ
ツ
に
お
け
る
程
の
論
議
の
積
み
重
ね
は
な
く
、
判
例
に

お
い
て
若
干
の
検
討
が
み
ら
れ
る
。
イ
タ
リ
ヤ
憲
法
一
-
条
に
、
商
独
基

本
法
二
四
条
と
同
様
の
超
国
家
機
構
へ
の
主
権
移
譲
可
能
性
の
規
定
が
あ

る
が
、
イ
タ
リ
ヤ
で
伝
統
的
な
二
元
主
義
的
考
え
方
に
よ
る
も
の
が
多

く
、
共
同
体
条
約
は
遇
措
吊
法
律
に
よ
っ
て
国
内
法
に
導
入
さ
れ
る
と
考
え

て
き
た
。
憲
法
裁
判
所
一
九
七
三
年
-
二
月
一
八
日
判
決
の
な
か
で
、
条

約
の
特
定
条
項
に
そ
く
し
て
、
そ
の
条
約
の
承
認
の
通
常
法
律
お
よ
び
執

行
の
た
め
の
通
常
法
律
の
違
憲
性
を
宣
言
す
る
こ
と
が
許
容
さ
れ
る
旨
承

〈

uv
認
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

憲
法
裁
判
所
は
一
九
六
五
年
一
二
月
二
七
日
判
決
以
来
、
共
同
体
法
は

主
権
的
権
制
を
移
譲
さ
れ
た
超
国
家
機
関
の
法
、
す
な
わ
ち
非
イ
タ
リ
ヤ

的
法
秩
序
に
属
す
る
と
こ
ろ
の
国
内
法
か
ら
区
別
さ
れ
た
自
立
的
な
法
と

グ
ア
リ
ヂ
イ
テ

し
て
、
そ
の
違
憲
性
に
よ
る
有
効
性
を
否
定
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い

が
、
し
か
し
憲
法
上
保
障
さ
れ
た
基
本
的
人
権
に
関
し
て
は
そ
れ
を
侵
害

エ
ア
エ

す
る
共
同
体
法
を
審
査
し
イ
タ
リ
ヤ
国
内
法
上
効
力
を
斥
け
る
権
利
が
あ

(
日
)

る
と
い
う
留
保
を
し
て
い
る
。
一
九
七
三
年
一
二
月
一
八
日
判
決
に
お
い

て
、
人
権
侵
害
の
共
同
体
の
行
為
は
実
際
上
殆
ん
ど
全
く
あ
り
え
な
い

が
、
し
か
し
万
一
そ
の
よ
う
な
事
態
が
生
起
し
た
場
合
理
論
上
、
共
同
体

法
体
系
の
有
効
性
を
損
う
こ
と
は
し
な
い
が
、
条
約
の
批
准
法
律
の
審
査

を
通
じ
て
違
憲
の
共
同
体
法
の
国
内
的
適
用
を
拒
否
す
る
場
合
が
な
い
と

(

日

〉

(

刊

M

)

は
い
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。

結
局
、
西
独
・
伊
裁
判
所
の
判
例
上
、
夫
々
の
国
内
に
お
い
て
、
憲
法
上

保
障
さ
れ
て
い
る
基
本
的
人
権
を
侵
害
す
る
共
同
体
法
が
、
直
接
あ
る
い
は

間
接
に
、
そ
の
適
用
を
拒
否
さ
れ
る
可
能
性
が
残
っ
て
お
り
、

そ
の
こ
と

が
、
共
同
体
法
の
優
位
性
と
実
効
性
を
危
く
し
、
そ
の
統
一
一
性
が
|

l各
国

ハロ)

毎
に
適
用
の
仕
方
を
異
に
す
る
こ
と
と
な
り
l
l損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
な
し

と
し
な
い
。

ハ
μv

皮
肉
な
こ
と
に
も
、
共
同
体
法
に
対
す
る
「
憲
法
の
長
後
の
抵
抗
線
」
が
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基
本
的
人
権
の
尊
重
に
存
す
る
と
指
摘
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

ーノ'D
 

f

，‘、一
般
的
人
権
宣
言
の
明
文
規
定
を
欠
く
共
同
体
条
約
に
よ
り
樹
立
さ
れ
た

共
同
体
の
人
権
保
障
の
体
制

共
同
体
機
構
は
、
そ
の
機
能
の
実
際
の
過
程
に
お
い
て
共
同
体
裁
判
所
判
例

に
よ
り
、
徐
々
に
基
本
的
人
権
保
障
の
諸
原
則
を
導
入
し
つ
つ
あ
る
。

川
共
同
体
裁
判
所
の
動
向
に
つ
い
て
。
当
初
か
ら
久
し
く
「
も
っ
ぱ
ら

防
衛
的
」
な
態
度
を
と
り
続
け
て
き
た
共
同
体
裁
判
所
は
、
近
年
ド
ト
積
極

的
・
建
設
的
な
態
度
を
と
る
よ
う
に
な
る
。

一
九
六

O
年
七
月
一
五
日
判
決
(
の
o
g
-
M
8
5
号
〈

g
g
《
宮
の
町
田
?

σ
g
e
E
H
E
Z
事
件
〉
に
お
い
て
、
共
同
体
裁
判
所
は
、
石
炭
鉄
鋼
共

ゅ

4
l
b
・
オ
1
t
r
リ
テ

同
体
高
等
弁
務
官
が
ル

l
ル
石
炭
販
売
社
に
課
し
た
商
業
的
規
制
が
、
西

ド
イ
ツ
基
本
法
一
四
条
の
保
障
す
る
私
有
財
産
権
を
侵
害
す
る
も
の
と
し

て
争
っ
た
提
訴
社
に
対
し
、
高
等
弁
務
官
の
決
定
の
合
法
性
を
構
成
諸
国

の
国
内
法
の
、
た
と
い
そ
れ
が
窓
法
で
あ
れ
、
そ
の
法
規
の
尊
重
を
確
保

す
る
た
め
に
審
査
す
る
こ
と
を
拒
一
合
し
た
。

す
な
わ
ち
、
共
同
体
法
は
国
内
法
に
基
づ
い
て
無
効
と
さ
れ
え
な
い
と

(
お
)

い
う
判
旨
で
あ
り
、
こ
の
共
同
体
裁
判
所
の
論
旨
は
共
同
体
の
構
造
と
い

う
立
場
か
ら
理
解
で
き
る
も
の
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
「
不
十
分
」
と

の
批
判
を
免
か
れ
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
提
訴
者
に
対
し
国
内
憲
法
レ
ベ

ル
で
保
障
さ
れ
て
い
る
基
本
的
人
権
が
共
同
体
レ
ベ
ル
で
は
同
様
の
保
護

が
な
い
の
に
前
者
の
保
護
を
拒
否
す
る
こ
と
は
可
歌
山
川
町
島
村
山
」
に
ほ
か

ハ
叫
山
〕

な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
種
「
欠
敏
」
を
補
充
す
る
た
め
、
共
同
体
裁
判
所
の
一
九
六

O
年

右
判
決
に
つ
い
て
既
に
、
共
同
体
「
構
成
諸
国
に
共
通
の
法
の
一
般
原

則
」
を
導
入
し
て
、
共
同
体
レ
ベ
ル
で
の
人
権
保
障
を
は
か
る
こ
と
が
提

(
げ
)

承
さ
れ
て
い
た
が
、
其
後
、
よ
述
構
成
諸
国
(
憲
法
等
)
裁
判
所
(
お
よ

び
学
説
)
の
人
権
保
障
問
題
に
つ
い
て
の
危
慎
に
こ
た
え
る
必
要
か
ら
も
、

「
共
同
体
裁
判
所
の
統
制
下
の
基
本
的
人
権
保
障
の
固
有
の
共
同
体
的
体

制
を
創
設
」
す
る
態
度
に
転
ず
る
よ
う
に
な
っ
た
。

一
九
六
九
年
一
一
月
一
二
日
判
決

S
E
E
2
事
件
)
が
そ
の
最
初
の

(
凶
)

例
で
あ
る
。
同
事
案
は
、
共
同
体
委
員
会
が
構
成
諸
国
に
対
し
社
会
扶
助

を
受
け
て
い
る
一
定
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
消
費
者
に
対
し
バ
タ
ー
を
廉
価
で

提
供
す
る
こ
と
を
承
認
し
た
の
で
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
そ
の
受
益
者
名

を
指
示
し
た
証
明
書
の
提
示
を
要
求
す
る
こ
と
に
し
た
。
こ
の
措
置
が
提

訴
者
シ
ュ
タ
ウ
ダ
ー
に
と
っ
て
は
、
パ
タ
1
供
給
業
者
に
彼
が
被
社
会
扶

助
者
で
あ
る
こ
と
を
流
布
す
る
こ
と
に
な
り
「
人
間
の
尊
厳
の
一
定
の
原

則
」
に
反
す
る
と
し
て
、
シ
ュ
ト
ゥ
ツ
ガ
ル
ト
行
政
裁
判
所
に
出
訴
し
た

が
、
同
裁
判
所
が
先
行
訴
訟
に
よ
り
共
同
体
裁
判
所
の
判
断
を
求
め
た
。

共
同
体
裁
判
所
は
(
総
括
弁
護
人
月
8
5
R
の
強
い
要
請
に
よ
り
〉
、
「
当

裁
判
所
が
そ
の
尊
重
を
確
保
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
共
同
体
法
の
一
般
原
則

の
な
か
に
含
ま
れ
る
人
格
の
基
本
的
権
利
を
侵
す
よ
う
な
要
素
」
が
含
ま

れ
て
い
な
い
(
そ
の
よ
う
な
お
そ
れ
が
あ
れ
ば
統
制
を
加
え
る
と
解
し
う

る
j
筆
者
)
と
判
同
居
し
た
。

北法31(3-4・n'396)1782 
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一
九
七

O
年
二
一
月
一
七
日
の
判
決
。
三

2ztog-o
出
国
ロ
仏
己
凹
問
中

曲。--RF恒
常
事
件
〉
は
、
明
示
的
に
こ
の
新
し
い
考
え
方
を
採
用
し
た
。

事
案
は
、
ド
イ
ツ
の
企
業
が
農
業
輸
入
担
保
金
制
に
か
ん
す
る
共
同
体
規

則
条
項
が
西
独
基
本
法
に
よ
り
保
護
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
と
く
に
「
比

例
原
則
」
(
一
般
的
利
益
の
た
め
市
民
に
諜
せ
ら
れ
る
義
務
は
、
そ
の
目

的
を
達
成
す
る
た
め
厳
格
に
必
要
な
も
の
で
な
け
れ
ば
負
課
さ
れ
え
な

い
)
を
無
視
す
る
も
の
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
行
政
裁
判
所
に
提
起

さ
れ
た
が
、
先
行
訴
訟
に
よ
り
共
同
体
裁
判
所
が
判
断
し
た
。
裁
判
所

は
、
共
同
体
法
条
文
を
ド
イ
ツ
憲
法
に
照
し
て
そ
の
合
法
性
を
審
査
す
る

こ
と
を
拒
否
し
た
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
判
旨
の
な
か
で
、
「
基

本
的
権
利
の
尊
重
は
共
同
体
裁
判
所
が
そ
の
尊
重
を
確
保
す
る
法
の
一
般

原
則
の
不
可
欠
の
部
分
を
な
し
」
「
こ
れ
ら
の
権
利
の
擁
護
は
、
共
同
体

構
成
諸
国
に
共
通
の
憲
法
的
伝
統
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
て
、
共
同
体
の

構
造
お
よ
び
目
的
の
枠
内
で
確
保
さ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
明
記
し
、
事
案

の
担
保
金
制
度
が
「
共
同
体
法
秩
序
に
お
い
て
尊
重
が
確
保
さ
る
べ
き
基

(
M
M
〉

本
的
性
格
を
も
っ
権
利
を
侵
害
す
る
も
の
か
否
か
の
審
査
」
を
し
、
消
極

に
解
し
、
請
求
を
拒
け
て
い
る
。

こ
れ
を
要
す
る
に
、
共
同
体
裁
判
所
は
、
共
同
体
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
そ

の
「
法
の
}
般
原
則
」
(
構
成
諸
国
の
共
通
の
憲
法
的
伝
統
に
基
づ
く
)

不
可
欠
の
部
分
と
し
て
基
本
的
人
権
を
保
障
す
る
こ
と
を
自
ら
の
任
務
と
す

る
に
至
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

同
で
は
、
共
同
体
法
の
一
般
原
則
を
構
成
す
る
基
本
的
人
権
の
内
容
が
次

の
問
題
で
あ
る
。

ま
ず
、
共
同
体
条
約
自
体
が
部
分
的
な
が
ら
基
本
権
規
定
を
設
け
て
お

り
、
差
別
禁
止
原
則

(
C
E
E
条
約
七
条
〉
の
よ
う
な
場
合
、
共
同
体
裁
判

所
は
そ
の
原
則
の
帰
結
を
具
体
的
に
発
展
さ
せ
て
い
る
。

一
九
七
二
年
六
月
七
日
(
∞

ag巳
事
件
〉
判
決
で
は
男
女
労
働
者
の

賃
金
の
平
等
原
則
に
つ
い
て
、
一
九
六
九
年
一

O
月
一
五
日

(cmEF

事
件
)
判
決
に
お
い
て
は
、
移
住
労
働
者
に
つ
い
て
国
籍
に
基
づ
く
差
別

(
却
)

に
対
し
て
、
制
裁
を
加
え
た
。

よ
り
難
か
し
い
が
、
実
り
豊
か
な
も
の
と
し
て
重
要
で
あ
る
の
は
、
共
同

体
法
上
明
示
の
規
定
の
な
い
場
合
で
あ
り
、
共
同
体
の
「
法
の
一
般
原
則
」

の
内
容
と
し
て
解
釈
に
組
み
込
ま
れ
る
基
本
権
の
保
障
で
あ
る
。
「
法
の

般
原
則
」

の
解
釈
の
た
め
参
照
に
値
す
る
の
は
、

国
際
慣
習
法
上
の
そ
れ

(
例
え
ば
、
私
有
財
産
権
の
尊
重
)
、

国
際
司
法
裁
判
所
規
則
三
八
条
の
意

味
で
の
「
文
明
諸
国
に
よ
り
承
認
さ
れ
た
一
般
原
則
」
〈
例
え
ば
裁
判
の
対

審
的
性
格
〉
が
あ
る
が
、
と
り
わ
け
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
地
域
の
共
同
体
構
成
諸

の

国
の
憲
法
条
項
お
よ
び
判
例
・
慣
行
上
保
障
さ
れ
て
い
る
基
本
的
人
権
の

ヨ

ン

ヨ

ル

ダ

ン

ス

コ

シ

グ

エ

山

ル

タ

ヤ

シ

ス

(

紅

)

「
符
合
」
な
い
し
「
収
飲
」
と
い
っ
た
比
較
法
的
観
察
か
ら
帰
結
さ
れ

る
も
の
で
あ
り
、
極
め
て
興
味
を
引
く
。
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研究ノート

一
九
七
六
年
(
者
善
要

5
0
E事
件
〉
判
決
お
よ
び
一
九
七
二
年

sszE四
日
事
件
)
判
決
は
、
「
一
事
不
再
議
」
(
目
。
ロ
ゲ
山
田
宮

Emg〉

原
則
を
判
旨
し
た
。

一
九
五
六
年
一
一
月
二
九
日
(
京
駅
s
t
o
ロ門

UE号
ロ
ロ
区
町
伺
仏
目
白
色
s

m
弘
官
。
事
件
)
判
決
、
一
九
五
八
年
六
月
一
三
日

(
Z
2
2
2
E
E
g
E
H

号
。

r
g回
目
事
件
〉
判
決
、
一
九
七

O
年
一
一
一
月
一
七
日
判
決
(
上
述

H
E・
出
血
ロ
門
室
長
2
・
事
件
)
に
み
ら
れ
る
、
「
比
例
原
則
」
(
制
裁
な
い
し

義
務
は
違
反
行
為
に
比
例
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
)
。

一
九
六
六
年
一
二
月
一
五
日
(
冨
2
5
0同
事
件
〉
判
決
等
の
「
法
的
安

全
性
」
(
田
町

g司
王
宮
ユ
任
直

5
〉
の
原
則
(
不
公
正
な
遡
及
適
用
禁
止
、

正
当
な
信
頼
の
保
護
、
委
員
会
の
罰
金
負
課
の
権
利
の
無
限
定
の
延
引

等〉。一
九
六
一
年
三
月
二
二
日

3
・
z
-
C
-
P
〉・
1

「
・
事
件
〉
判
決
の
「
既

得
権
の
尊
重
」
の
原
則
。

そ
の
他
個
人
の
権
利
の
擁
護
を
十
分
考
慮
す
る
仕
方
で
の
、
共
同
体
の

デ
ト
ル
X
マシ

-v・
プ
ヴ

η
1ル

「
権
力
纂
奪
」
や
「
契
約
外
の
責
任
」
と
い
っ
た
観
念
や
手
法
に
よ

(

幻

)

り
構
成
さ
れ
た
原
則
が
、
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
共
同
体
構
成
諸
国
憲
法
上
保
障
さ
れ
て
い
る
基
本
的
人
権
を

相
互
に
比
較
対
照
し
、
そ
れ
ら
の
最
低
水
準
、
平
均
、
最
高
基
準
の
い
ず
れ

を
共
同
体
裁
判
所
が
採
る
べ
ぎ
か
と
い
う
問
題
が
起
る
。
こ
の
点
、
ベ
ス
カ

ト
I
ル
は
、
共
同
体
裁
判
所
が
比
較
検
討
の
結
果
と
し
て
は
、
某
構
成
国
で

エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
と
考
え
ら
れ
て
い
る
保
障
を
下
ま
わ
る
保
護
し
か
与
え
な

い
な
ら
ば
ど
う
し
て
共
同
体
裁
判
所
が
そ
の
権
威
を
維
持
で
き
よ
う
か
と
い

う
理
由
か
ら
、
「
高
い
水
準
に
向
う
」
令
、
田
口
問

5
5
2円

4
R曲
目

白

伊

恒

三

一

石毛
O
三
円
同
即
日
口
氏
。
ロ
個
人
の
権
利
を
最
も
保
護
す
る
方
向
の
)
解
決
を
と
る

〈

お

)

よ
う
な
効
果
を
も
た
ら
す
と
述
べ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

コ
l
エ
ン
・
ヨ
ナ
タ
ン
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
展
望
に

立
つ
な
ら
ば
、
共
同
体
が
拡
大
し
て
ゆ
く
に
伴
い
人
権
保
障
の
共
同
体
的
体

ス
ル
ス
・
グ
シ
リ
シ
ス
マ
シ

制
は
ハ
難
聞
の
原
因
と
な
る
と
い
う
よ
り
)
む
し
ろ
「
充
実
原
因
」
と
な
る

〈

M

V

(
お
a
V
(
お
b
〉

だ
ろ
う
と
い
う
'
|
t
楽
観
的
と
は
い
え
建
設
的
な
|
|
期
待
も
も
ち
え
な
い

こ
と
は
な
か
ろ
う
。

と
り
わ
け
、

大
陸
法
国
と
コ
モ
ン
・
ロ

l

諸
国
〔
将

来
、
両
法
系
と
ス
カ
ン
ジ
ナ
ピ
ア
法
系
国
)
と
の
間
の
相
違
が
、
そ
れ
ら
の

共
同
体
加
盟
と
共
同
体
裁
判
所
の
判
例
に
よ
っ
て
「
人
権
保
障
の
高
基
準
」

の
線
で
ま
と
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
そ
こ
に
新
し
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合

(
叩
叫
)

法
な
い
し
「
共
通
法
」
に
向
う
一
つ
の
端
絡
が
据
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
か

も
し
れ
な
い
。
そ
こ
に
、
憲
法
・
比
較
法
・
国
際
法
・
超
国
家
組
織
法
の
新

し
い
綜
合
課
題
を
み
る
こ
と
も
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
。
た
だ
し
現

実
は
、
よ
り
多
く
の
難
点
を
蔵
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
が
。

。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
協
定
と
共
同
体
法

〆
『
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
協
定
(
一
九
五

O
年
調
印
、
一
九
五
三
年
発
効
。
人
権

北法31(3-4・II'398)1784 



委
員
会
-
九
五
五
年
活
動
開
始
、
人
権
裁
判
所
-
九
五
八
年
成
立
)
は
、
国

際
的
人
権
保
障
と
い
う
観
点
か
ら
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
地
域
に
限
定
さ
れ
て

い
る
と
は
い
え
、
包
括
的
な
人
権
の
カ
タ
ロ

l
グ
を
備
え
、
世
界
に
お
け
る

最
も
法
的
に
整
備
さ
れ
、
二

O
数
年
の
実
績
を
も
っ
ハ
西
欧
社
会
の
伝
統
と

基
盤
に
立
ち
、
統
合
の
過
程
の
一
要
素
と
し
て
現
実
的
な
成
果
を
も
た
ら
し

て
い
る
)
国
際
機
構
で
あ
る
。
国
際
連
合
憲
章
自
体
の
人
権
保
障
条
項
(
前

ヨーロッパ共同体裁判所の国際法的・憲法的側面の一考察

世
界
人
権
宣
言
三
九
四
八
年
〉
、
国
際
人
権
規
約

三
九
六
六
年
発
効
、
西
独
は
加
盟
、
フ
ラ
ン
ス
等
未
批
准
で
あ
っ
て
、
そ

の
効
果
の
測
定
は
未
だ
困
難
)
に
比
べ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
協
定
が
法
的
・

裁
判
的
保
障
効
果
に
お
い
て
著
る
し
く
現
実
性
を
も
つ
こ
と
は
い
う
ま
で
も
(幻〉

あ
る
ま
い
。
一
九
七
四
年
フ
ラ
ン
ス
が
人
権
協
定
を
批
准
(
留
保
付
〉
し
た

こ
と
に
よ
っ
て
、
共
同
体
全
構
成
田
が
同
人
権
機
構
に
加
盟
し
た
わ
け
で
あ

文
、
一
条
三
項
等
)
、

る。
ωで
は
、
上
述
共
同
体
の
人
権
保
障
体
系
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
協
定
の
保

障
体
系
と
、
ど
の
よ
う
な
関
係
に
立
つ
で
あ
ろ
う
か
。

テ
ィ
ト
ジ
ャ
ン
に
よ
れ
ば
、
共
同
体
裁
判
所
の
判
決
(
次
掲
)
に
よ
り
こ

の
問
題
は
解
決
済
と
み
て
よ
く
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
協
定
は
共
同
体
法
の

部
分
と
な
り
、
共
同
体
機
関
は
そ
れ
を
端
的
に
尊
重
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け

ら
れ
て
い
る
」
、
と
い
う
。

共
同
体
裁
判
所
一
九
七
二
年
一
二
月
一
二
日

(
F
E
E
t
o
g
-
p
z
F

(
前
副
)

(
U
U

『
事
件
)
判
決
に
よ
れ
ば
、
共
同
体
委
員
会
の
規
則
と
ガ
ッ
ト
(
関
税

貿
易
一
般
協
定
、
共
同
体
会
構
成
国
が
加
盟
)
一
一
条
と
の
抵
触
に
つ
い

て
の
先
行
訴
訟
に
対
し
、
「
ガ
ッ
ト
に
よ
り
締
約
さ
れ
た
諾
義
務
に
よ
り

共
同
体
が
拘
束
さ
れ
る
意
思
を
表
示
し
た
」
も
の
ハ
ロ

1
7
条
約
二
三
四

条
一
項
参
照
〉
と
し
た
。

(
M
U
〉

テ
ィ
ト
ジ
ャ
ン
は
、
こ
の
判
示
は
ご
語
一
語
」
同
様
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
人
権
協
定
そ
の
も
の
が
(
法
の
一
般
原
則
の
表
現
と
し
て
の
み
な
ら

ず
〉
そ
の
文
字
と
精
神
に
お
い
て
共
同
体
機
構
を
拘
束
す
る
、
と
解
し
て

い
る
。

し
か
し
、
こ
の
説
は
、
フ
ラ
ン
ス
が
一
九
七
四
年
人
権
協
定
を
批
准
す
る

以
前
の
問
題
は
別
と
し
て
も
、
共
同
体
機
構
へ
の
加
盟
が
直
接
に
人
権
協
定

適
用
義
務
の
受
諾
を
意
味
す
る

!
l共
同
体
裁
判
所
が
人
権
問
題
に
つ
い
て

協
定
を
直
接
そ
の
ま
ま
適
用
す
べ
き
も
の
(
人
権
協
定
の
た
め
に
は
ス
ト
ラ

ス
プ
ー
ル
の
人
権
裁
判
所
が
あ
る
)
|
|
と
解
す
る
こ
と
に
は
飛
躍
が
あ
ろ

う
。
協
定
と
共
同
体
と
は
、
重
複
部
分
が
大
き
い
に
し
て
も
、
異
っ
た
国
々

が
異
っ
た
時
期
に
異
っ
た
目
標
を
達
成
す
る
た
め
加
盟
し
異
っ
た
対
象
を
規

制
す
る
側
面
が
大
き
い
こ
と
も
否
み
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
共
同
体
の
達
成

す
べ
き
西
欧
経
済
的
統
合
目
標
・
規
制
と
の
関
連
に
お
い
て
、
人
権
協
定
の

保
障
の
実
質
的
内
容
を
尊
重
し
つ
つ
適
切
か
つ
妥
当
な
解
決
を
導
く
べ
き
で
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あ
っ
て
、

そ
こ
に
「
共
同
体
法
の
一
般
原
則
」

の
部
分
と
し
て
組
み
込
む

(
実
質
的
に
直
接
適
用
と
同
じ
場
合
が
あ
る
で
あ
ろ
う
が
)
と
い
う
ク
ッ
シ

(
剛
山
)

ヨ
ン
を
置
く
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

同
そ
こ
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
協
定
の
保
障
す
る
諸
人
権
が
共
肉
体
の
基

本
的
人
権
保
障
体
系
に
ど
の
よ
う
に
具
体
的
な
影
響
を
及
ぼ
す
か
を
、
概
観

し
ょ
、
フ
。-

人
権
協
定
は
包
括
的
・
明
示
的
・
具
体
的
人
権
保
障
条
項
を
も
っ

て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
共
同
体
の
人
権
保
障
体
制
が
部
分
的
・
黙
示
的
・dnル

抽
象
的
な
「
端
緒
」
段
階
に
と
ど
ま
る
以
上
、
「
出
発
点
」
な
い
し
「
手

v'ア
1

す
り
」
〈
脱
落
を
防
ぐ
枠
組
み
〉
と
し
て
有
益
で
あ
る
ほ
か
、
協
定
の
保

障
す
る
人
権
が
(
人
権
裁
判
所
判
例
に
よ
り
具
体
的
内
容
を
充
実
せ
し
め

ら
れ
)
共
同
体
裁
判
所
に
と
っ
て
も
「
解
釈
の
指
針
」
な
い
し
「
有
益
な

参
照
基
盤
」
を
提
供
す
る
で
あ
ろ
う
。

2

共
同
体
の
活
動
・
権
限
に
関
連
す
る
協
定
上
の
人
権
と
し
て
(
関

係
の
な
い
も
の
と
し
て
は
、
協
定
上
の
拷
問
や
人
身
売
買
の
禁
止
規
定
等

が
あ
る
)
、
私
有
財
産
権
(
付
属
議
定
書
一
条
)
、
結
社
の
自
由
(
一
一

レ
プ
レ
ツ
ν
1グ

条
)
、
差
別
禁
止
(
一
四
条
〉
、
罰
金
や
抑
制
行
為
に
対
す
る
保
障
(
七
条
)

等
が
あ
り
、
ま
た
協
定
の
「
伝
統
的
人
権
」
と
い
わ
れ
る
精
神
的
・
政
治

的
諸
人
権
に
つ
い
て
も
(
将
来
は
、
国
際
人
権
規
約
B
規
約
に
つ
b

い
て

も
〉
、
そ
の
侵
害
が
問
題
と
な
れ
ば
、
協
定
の
条
項
お
よ
び
人
権
委
員
会

と
り
わ
け
人
権
裁
判
所
の
解
釈
・
適
用
例
が
、
共
同
体
裁
判
所
の
判
断
に

笑
質
上
の
拘
束
カ
な
い
し
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
す
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
人
権
協
定
の
保
障
す
る
人
権
は
、
加
盟
諸
国
に

ミ
ニ
マ
ム
・
ス
タ

yrlv

と
っ
て
の
「
最
低
限
の
基
準
」
と
屡
竺
言
わ
れ
、
多
く
の
領
域
に
お
い
て

構
成
諸
国
の
国
内
ハ
憲
〉
法
上
よ
り
手
厚
い
保
護
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
、
共
同
体
法
の
一
般
原
則
に
よ
り
、
共
同
体
内
に
お
い
て
協
定

の
水
準
よ
り
よ
り
手
厚
い
保
護
が
与
え
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
え
よ

う
。
と
り
わ
け
、
共
同
体
裁
判
所
の
前
述
比
較
対
照
に
よ
る
「
人
権
保
障

の
高
基
準
」
に
向
う
姿
勢
に
立
て
ば
、
そ
の
可
能
性
は
否
定
し
え
な
い
0

4

社
会
権
の
領
域
に
お
い
て
、
共
同
体
法
は
明
ら
か
に
よ
り
高
度
の

権
利
を
保
障
し
て
お
り
、
こ
の
点
、
共
同
体
裁
判
所
が
積
極
的
か
つ
大
胆

(

泊

)

な
判
例
を
出
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

3 
(
1
)
H
Y
H
u
g
s
H
O同
町
、
円
、
冊
目
内
町
三
宮
内
凶
叩
て

r
o
g自
由
市
ニ
、
広
忠
m
g
t
o
ロ

。ロ円
OM)
凡山由ロロ
m

y

(
い
同

}MMm吋
m
w
ι
0

仏
門

O
E
m口町
OM】
恥
冊
目
・
]
戸
申
由
∞
・
司
・
∞
ω
。

ロO
件

。

(

】
F

}

・

(

2

)

例
え
ば
、

E
E
条
約
四
、
七
、
一
一
九
条
に
は
、
国
籍
・
経
済
・

性
に
よ
る
差
別
を
し
て
は
な
ら
な
い
規
定
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
経
済

的
必
要
性
に
基
づ
く
「
自
由
な
移
動
確
保
」
の
た
め
の
表
現
で
あ
り
、

人
権
関
連
規
定
は
散
見
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。

し
か
し
、
共
同
体
機
関
が
規
制
や
罰
金
を
科
し
、
生
産
の
ク
ォ

1
タ

を
定
め
、
製
造
・
使
用
の
優
先
度
を
決
め
、
ま
た
許
認
可
の
規
則
を
定

め
、
そ
れ
ら
は
構
成
諸
国
内
部
の
私
企
業
に
直
接
執
行
力
を
も
つ
の
だ

か
ら
、
そ
れ
ら
が
財
物
の
自
由
な
使
用
や
私
有
財
産
権
を
侵
害
す
る
可

能
性
が
な
い
と
は
い
え
な
い
。
そ
の
他
、
職
業
的
自
由
、
居
住
の
自

北法31(3-4・II，400)1786 



ト
∞
ト

H(HC?
凶
・

?
3
H的
制
柏
村

ベiモIa'縫AJ絹V O Maunz-Diirig， Grundgesetz， Kommentar， 
1971， art_ 79_ 例.;.!....剤綜E頑張1~議事1主主手跡 Ritterspach， Des 

supranationale Recht und die nationale Verfassungsgeri-

chte， in Melanges G. MiiIler， 1970， p. 309-310 ~吋ヰミ

ヨ'恒常4辞書喜手伝~ム~S己<-t~撃択ピム五時翼民lll1D~ :f;<:，.:J~側兵や経理主

.)単純1iJ平:ドム時報11キE-<草壁三ミ'国草~E低利*~ム-6!"(l凶ヨn会1

..，p w..:..!~若手水1JE~全 Q rlト売¥¥そ¥1["¥~トト売、」ね止まf:.:~吋 F ド m~

4刊~厳軍事柄J ヰヰ!"(lト )AJ 令}対;;t伶伊コペ4ヨムル) AJ ;"H;lJ!1需~~いム崎県 )AJ

ZミW-4弓引J与;¥-'ム!"(lO 手さお， jiii$患医者吉経科~m2。

くト〉 ト)~お) Prinzip der Sicherung ihrer Funktionsfahigheit 

人J皆~o Ipsen， Europaisches Gemeinscl1aftsrecht， Tubingen， 

1972. p. 273. cit. par Cohen-fonathan， op. cit.， p. 401-402. 

(∞) K. Zweigert， Der Einfluss des europaischen Gemein-

schaftsrechtes auf das Recht der Mitgliedstaaten， Zeitschrift 

fur auslandisches u. internationales Privatrecht， 1964， 

p. 601. cit. ibid.， p. 402 note (1). 

( 0>) Cohen-Jonathan， op， cit.， p. 403 Q嬰念。

(ヨ) Cohen-Jonathan， op， cit.， p. 404-405. 

(口) Cohen-Jonathan， op. cit.， p. 405-407 ~ヰム..Ö note帥.

(岱)ト入1>-島、~やニド.，;>' !Ii時現在主53E2ミ ~m習ムJ~~'れのよj

~~ミ午二時~' ~ト総斗， iト入ト一号、 Q~露宴1倍~~'判対話 AJ@:

話器'唱〈区法眼ìii延長~~AJ ド!"(l iミ必 AJ s. 'C"¥M1-m p祖国対斗E長総引J

4二ドム!"(l縦H+E-<製品]器保い!"(l f) 心 ~fノ哨1.J~ム AJ 禦箆~!"(l.，;>

也 P 縫総 QID1恒 ~$Jや prestation des services砂，-<~~-iミ

4ミJミ!"(lO

(の) G. Cohen-Jonathan， Les droits de l' homme dans les 

Communautes europ正ennes，in Recueil d'etudes en homma-

ge邑CharlesEisenmann， Cujas， 1977， p.399-418. ぬl 1t\~

将~盟主+く溢ムJ，.:J'選択緩や鍵Eぜい心。

(咽) P. Pescatore， Les exigences de Ia democratie et la 

lるgitimitede la communautるeuropeenne，Cahiers de droit 

europeen， 1974， p. 512. 

(凶) Pescatore， Les droits de l' homme.， p. 632-634. ~吋

O note(3). H. Wagner， Wengler þ<縫込ru:;~杓認ドム的。

(坦) H. Kraus， H. Kruse， Erler u. Thieme， Kuchenho日Q

争〈経~ru:;s:ミケ\J平二いs.!"(l O Pescatore， ibid.， p. 634 note(5). 必

~' '( ~く 4司ムー弐~ム..~二を， 1 長 4く国主tQ<..:j~足首か榊 4く~j.j Q 
]. H. Kaiser， P. Badura 鮮総 Q~岩山ピム4 与二百三 P 唱く区土全梨 AJ~亘

潟 rft主自」険機関経士主将持者弁\J平二~~ミピベ吋の心手爪o Cohen-

Jonathan， op， cit.， p. 402-3. note (日)(10) ~吋+:~'阻認欄

-1+~路 Q滋盤いの 11~凝 Q -<，草壁 Q小。 P 判却~~思~ム-6!"(l l{)!W~

E単初対;;*キド!"(l.，;> QAJjオ泌総~ム-6 0 \-，.，;> m担制日・l*~~!"(lけよj仏j

隠公必五二&l 1キ1ず自己 Q-<総'~~~ (111' g(~決 l' 1γ 同型車排Y

S怒網~やムド' どよj ム糊*~話 l 1Eヨボピム..!"(l+付録:f[;~忠臣霊長1徐総

，.:J'Ç"\!"(l心 Jド w~王E主~ペEγ 回f玄艇拠法~斗"--干ト 4オ1短縮:ゐ

叫 Fドムよさ♀ままE芸品l!n-ロトて哨く区主î:~~全線~!"(l ')AJ~ :I7;1間

W

別
府

1
e沼
恵
活
必
艇

-
g灘
巡
回
Q
伝
票
総
栓
区
味
可
、

h
E
i
m



g
b
Q
S
・
同
・
司
円
)
お
巡
'
#

~~，...J' *~手形 ~r\!れ入、「\τミム忠告~~議穿!主竺慢 Eぜキj 恥話

公ド朝~~活様言宇佐~終消， rrg:~誌3平!措ミ :::!1 ・民主3国社同~11 -fミ田~

~i'1i 4持制似闘いの:長械設穿f忠弘]ド-...jドム的。)) Q~手元広三やムい

さま， -¥くゆ担当錯， tn-ロれて唱く区土ま鎚ムJ)g[:ι、，~刺草王制*~話.>J

Q霊峰一一困:ι干ト世虫採自国製橋穿1主 i 長平国主H司~11干毛田事

長会}丑-~~ ~-- -'ト軍主権~1<.~rt ・怪緋お号式 lHくや 1 [か(1兵平
同社)1(-fミ--¥l<]mJ(0 J. Darras et O. Pirotte， La Cour 

constitutionnelle f己deraleallemande a.t-elle mis en danger 

la primaut己dudroit communautaire?， Rev. trim. Droit 

europeen， 1976， no.3， p. 415-436. 

(お) Cohen-Jonathan， ibid.， p. 410，将ι60note ~)ー倒.

C~) ibid.， p. 410. cf. Pescatore， Les droits de l'homme.， p. 

652-667. c K;:ミムー弐~，. '~，，;\， '(弐ミヤー'れれ入 Tく'

干糸口ト、ミ号、与J;、'"'ミ』¥， 1¥'1t'-入、樹君1Qく灘単位里耳目司令J
主主!とま~j詳~~~ドムの。

C~) Cohen-Jonathan， ibid.， p. 411.; Lecourt， op. cit.， p. 209 

-216. 

(詩) Pescatore， Human Rights in the European Communities， 

Common Market Law Review， 1972， p. 79. 

〈お) Cohen-Jonathan， p. 411-412_ 

〈将司) ~':\..!jKO( ャ入 4トモ弐ム1::::，ミ Q真樹~吋 ~'tV Q吋爪

4三回星日州総霊感影~-@: 'C¥ )) -'J :会m;ill<~Ìii'濯-R[g[腿 p必の。リ

ヰヰ ι0!![主!á~京事国よJ Q~~:!!徽l\lll:ß'1'I早明く Q~iミぬふ。 cf. Louis， 

Qiミペ1'(l0 -<遣さ思1監:長州製 Q44ミ~I'(l~士総 Q事~<!I話.>J .，;>~王~，~

Aヨニト手Ìii'蝦lR:ß'事草号令)鍵セ~...jドネ1'(l.>J総兵与二時。 M. S争ren-

sen， Compるtences supranationales et pouvoirs constituti-

onnels en droit danois， Melanges Ganshof van der Meersh， 

t.2， 1972， p. 481-492目cit.，par Cohen-Jonathan， ibid.，p. 407. 

note ~品

(出) Pescatore，Les droits de I'homme.， p. 636-639 Q語字

おJr毛句。

(ヨ) Cohen-Jonathan， op. cit.， p. 407，418. 

(~) cf. Pescatore， Les droits de I'homme.， op. cit.， p. 639 

-645. 

(~) Cohen-Jonathan， op. cit.， p. 408. 

(口) A vocat genesal Lagrange Q捷;籍。ibid.p. 408. cf. p. 

Reuter， Le recours de la Cour de Justice des Commun-

autes europeennes a des principes generaux de droit， in 

Melanges H. Rolin， Pedone， 1964， p. 263 et s. 

(~) Pescatore， Human Rights in the European Commu-

nities， Common Market Law Review， 1972， p. 76ー 78.起咲

Q r寝袋どの主主愚民主&'J 級制品J~lttÞP~穿EきょJ ...jい組制やさとい

:，の。

(:::l) Cohen-Jonathan， ibid.， p. 409-410. J. Boulouis et R. 

M.Chevallier， Grands arrets de la Cour de justice des Com-

munautes europeennes， Dallog. 1978，2 ed.， t，1， p. 100-103.き

ム

l

¥
出

hs



ロ
『
O
X
白
色
町
可
}
5
5
5
自
己
色
白
吋
色
白
血
伺
B
m
H
M
件
島
町
田
の
D
B
g
ロ
ロ
白
口
広
田

ロ
8
5

弓
甲
山

0
5自
P
E
寸
M
・同】・

ヨーロッパ共同体裁判所の国際法的・憲法的側面の一考察

開
己
吋
O
百
九
山
内
ロ
ロ
刊
m
y
H
N
O
ぐ
・
色
町
田

町∞Nal由∞ω・

(お

b
)

大
谷
良
雄
、

E
C
の
新
し
い
動
向
に
つ
い
て
、
国
際
法
外
交
雑

誌
七
八
巻
五
号
、
三

O
l四
五
頁
参
照
。

(
m
v
n
同
玄
・
。
8
M
M
O
ロ
刊
E
・
E
-
Z
偶
者
間
活
お
宮
口
氏
4
2
向
。
円
四
円
O
B
5
0
ロ

宮
司
O
四
回
W
E
『
O
官
-
。
同
y
a
f
中
と
く
に
m
-
U
R
i
ι
-
U
・
』
・
開
4
E
m
O
H
M
-国

論
文
参
照
。

(
幻
)
〉
-
H
u
m
-
-
2
・
F
H
w
g
丘
町
山
円
由
民
ロ
ロ
岸
田
ロ
明
白
』
由
。
且
白
]
担
。
。
ロ
4
冊
目
色
。
ロ

間
ロ
g
-
u
品
開
ロ
ロ
目
色
町
臼
仏
『
o
-
Z
品
目
-
d
o
g
g
p
回
目
。
同
J
H
U
寸
一
A
F
・
ロ
0
・
日
・
目
以

同ωH中
l

Z
芯
-
u
〉
・
の
D
口
三
S
I
N
-
r
t
g
-
口
町
室
町
-
室
町
田
丘
町
四
円
白
血
n
Z
叩
]
田

町
仲
恥
4
冊
目
仲
E
O
}
凹
品
四
-
担
門
担
丘
町
戸
口
白
色
。
ロ
島
町
]
担
。
。
回
〈
開
口
江
口
口
自
己
『
O
H
】
凡
山
刊
ロ
回
開

向
山
町
白
骨
D
宮
内
凶
冊
目
・
F
D
B白
骨
即
日

Z
同
】
O
E
5
5
2
z
e
o
U
昨

S
3
2・

m・

o・
ア

za・
ロ
0
・
ω
b
・
宏
明
i
会∞・

(
鵠
)
大
谷
良
雄
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
共
同
体
に
お
け
る
国
際
協
定
の
効

力
、
経
済
法
二

O
号
三

0
1三
五
頁
を
み
よ
。

(
叩
出
)
同
v
・
'
Z
・
、
『
白
山
仲
間
g
-
一
九
七
三
年
一
月
グ
ル
ノ
l
プ
ル
会
議
で
の

発
言
。
河
内
W
4
・
向
日
2
0
3
宮
内
佐
平
向
O
S
5
0
・

sa-ロ
0
・
国
!
?
司
自
白
血
-

M
u
g
s
H
O
B
も
、
共
同
体
全
加
盟
国
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
協
定
を
批
准

す
れ
ば
、
共
同
体
機
関
は
協
定
を
「
法
的
義
務
」
と
し
て
尊
重
す
べ
き

こ
と
に
な
る
と
解
し
て
い
る
。
n
H
F
唱
曲
j
円
。
o
r
g
j
，
守
口
三
r
g
j
・
0
司
-
n
X
J

0.. 
c1> 

同】AHHAP-

(
叩
〉
。
。
宮
口
a
』
。
ロ
丘
町
田
p
o
H
M
n
x
-
H
M
-
A
F
E
同
旨
。

(
む
)
例
え
ば
、
移
住
労
働
者
の
社
会
保
障
に
か
ん
す
る
蕗
大
な
争
訟
に

っ
き
、
一
九
六
九
年
一
一
月
二
二
日
(
の
曲
目
2
0
号
室
色
白
島
町
内
同
町
曲
。
・

苛

-
F
事
件
)
判
決
、
一
九
六
五
年
二
一
月
九
日
判
決
等
。
し
か
し
、

い
わ
ゆ
る
「
共
同
体
社
会
法
」
な
る
も
の
も
、
共
同
体
が
、
流
通
の
自

由
と
共
同
市
場
の
正
常
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
の
多
辺
的
協
調
を
ね

ら
っ
た
も
の
が
大
部
分
で
あ
り
、
構
成
諸
国
の
社
会
法
規
制
の
主
権
的

権
限
が
そ
の
ま
ま
残
っ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
る
べ
き
で
な
く
、
諸
国
の

社
会
立
法
の
調
和
と
共
同
体
委
員
会
の
勧
告
に
よ
る
協
力
の
必
要
性
が

強
調
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
概
観
に
つ
き
、
。
o
r
g
i
』
。
目
白
一
各
自
一
-
O
H
Y

円
F
H
・
Z
H
m
!
色
叶
参
照
。

四

結
び
に
代
え
て
l
1
l
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
」

の
役
割
と
日
本
国
憲
法
の
国
際
協
調
・
平
和
主

義
へ
の
示
唆

前
世
紀
と
り
わ
け
今
世
紀
の
戦
争
に
よ
っ
て
相
互
対
立
・
抗
争
と
殺
傷
・

破
壊
・
消
耗
を
繰
り
返
え
し
、
と
り
わ
け
第
二
次
大
戦
後
に
は
、
ヨ

1
ロ
ッ

パ
全
体
ま
た
旧
諸
列
強
が
世
界
の
中
で
相
対
的
な
カ
を
著
し
く
低
下
し
た

拾
ぎ
ま

現
実
を
直
視
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
。
と
く
に
米
ソ
二
超
大
国
の
問
に
立

っ
て
、
西
欧
諸
国
は

1
l旧
い
共
通
の
文
化
的
遺
産
に
基
づ
き
、
古
来
か
ら

〈

1
)

の
連
邦
的
構
想
を
実
行
に
移
し
l
l
l
新
し
い
協
調
と
結
束
の
道
を
模
索
し
建

J¥  
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設
し
よ
う
と
し
た
。
す
な
わ
ち
西
欧
諸
国
相
互
聞
の
分
裂
と
戦
争
に
代
え
、

協
調
と
平
和
的
組
織
の
道
・
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
」
の
建
設
の
方
向
を
選
ぼ

う
と
し
た
の
で
あ
る
。
政
治
的
統
合
と
し
て
は
諮
問
的
機
関
と
し
て
の
「
ヨ

セ

4
a
-
v
・
冒

1
ロ
ッ
プ

ー
ロ
ッ
パ
審
議
会
」
設
置
・
活
動
に
と
ど
ま
っ
た
が
、
同
審
議
会
の
も
と
に

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
協
定
機
構
が
成
立
し
国
際
的
人
権
保
障
が
裁
判
的
に
も
機

能
し
実
績
を
重
ね
て
い
る
こ
と
は
極
め
て
先
進
的
な
例
ハ
国
際
人
権
規
約
に

も
影
響
〉
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
軍
事
的
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
防
衛
共
同
体

が
流
産
し
、
パ
リ
協
定
(
西
欧
同
盟
)
・
北
大
西
洋
条
約
機
構
を
め
ぐ
る
複

雑
な
動
き
(
と
く
に
ド
ゴ
l
ル
e

フ
ラ
ン
ス
の
N
A
T
O
統
合
指
揮
権
か
ら

の
離
脱
)
が
あ
る
。
と
り
わ
け
経
済
的
領
域
に
お
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同

(
2
)
 

体
は
最
も
着
実
な
成
長
・
整
備
を
進
め
、
実
績
を
積
み
重
ね
、
構
成
諸
国
民

の
日
常
生
活
に
惨
透
し
て
い
る
。

「ヨ
1
ロ
γ
パ
統
合
」
と
い
う
国
際
的
地
域
組
織
へ
の
意
義
、
ま
た
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
経
済
共
同
体
の
諸
制
度
の
う
ち
そ
の
政
治
・
立
法
・
執
行
制
度
(
理

〈

3
〉

事
会
、
委
員
会
、
議
会
)
の
立
ち
入
っ
た
検
討
に
つ
い
て
は
、
別
稿
に
ゆ
ず

り
、
小
稿
は
、
そ
の
裁
判
的
・
法
律
的
制
度
の
頂
点
に
位
置
す
る
ヨ
l
ロ
ッ

パ
共
同
体
裁
判
所
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
そ
の
考
察
結
果
を
以
下
の
三
点
に

要
約
し
、
同
裁
判
所
の
国
際
法
的
・
態
法
的
側
面
を
総
合
し
、
そ
の
特
色
と

意
義
お
よ
び
示
唆
を
記
し
て
お
き
た
い
。

共
同
体
裁
判
所
が
経
済
共
同
体
設
置
条
約
の
所
期
の
目
標
で
あ
る

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
経
済
的
統
合
」
に
向
っ
て
、
小
稿
が
概
観
し
た
(
=
一
一
川
刷
〉

よ
う
に
、
共
同
体
法
の
解
釈
と
適
用
の
諸
判
例
を
通
じ
「
法
の
尊
重
を
確
保
」

し
て
、
積
極
的
・
建
設
的
に
法
的
軌
道
確
保
の
役
割
を
果
し
て
き
た
こ
と
は

争
い
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

共
同
体
裁
判
所
は
、
そ
の
基
本
的
性
格
に
お
い
て
、
国
際
的
裁
判
所
と
国

内
的
裁
判
所
の
「
中
間
」
に
位
置
し
、
国
際
法
と
国
内
法
機
能
の
超
国
家
的
な

法
的
統
合
点
を
な
す
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
構
成
九
ヶ
国
の
国
際
的
西
欧

地
域
・
国
内
法
の
領
域
に
ま
た
が
り
、
経
済
的
協
力
と
い
う
機
能
分
野
に
お

い
て
、
そ
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
共
同
体
法
の
統
一
性
・
優
位
性
・
直
接

的
効
力
性
を
確
保
す
る
|
|
そ
れ
に
よ
っ
て
構
成
諸
国
お
よ
び
国
民
を
共
同

、(
2

)

体
法
に
従
属
せ
し
め
る
こ
と
に
お
い
て
、
共
同
体
の
「
超
国
家
性
」

(
Z胃
8
・

丘町

os--怠
〉
の
本
質
的
要
素
の
一
つ
を
示
す
|
|
最
高
裁
判
所
で
あ
る
。

し
か
し
共
同
体
裁
判
所
は
連
邦
最
高
裁
判
所
と
は
違
い
、
共
同
体
機
関
の

行
為
の
合
法
性
の
裁
判
官
で
は
あ
る
が
、
構
成
諸
国
の
行
為
の
合
法
性
の
判

事
で
は
な
い
。
共
同
体
裁
判
所
は
某
構
成
国
が
法
律
・
規
則
・
決
定
に
よ
り

ヨ

ン

ス

タ

テ

ヨ

ン

共
同
体
法
を
侵
害
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
そ
の
侵
害
を
終
ら
せ
る
よ
う
断

鰐
で
き
る
が
、
白
か
ら
直
接
そ
れ
ら
当
該
事
件
に
つ
き
法
律
・
規
則
・
決
定

〈

4
〉

を
取
消
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
共
同
体
裁
判
所
と
構
成

北法31(3-4・II-404)1790 
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諸
国
裁
判
所
と
の
階
層
制
と
い
う
よ
り
(
共
同
体
法
と
構
成
国
国
内
法
と
の

規
範
的
階
層
制
は
あ
る
が
〉
「
協
力
」
関
係
が
あ
る
と
い
う
ぺ
〈
、
共
同
体

裁
判
所
の
一
貫
し
た
共
同
体
法
優
位
の
判
例
に
対
し
、
構
成
諸
国
裁
判
所
判

例
の
順
応
、
動
揺
、
実
質
的
抵
抗
と
い
っ
た
多
様
性
(
各
国
の
実
定
法
と
そ

の
背
景
の
法
文
化
・
伝
統
の
相
違
を
反
映
〉
が
み
ら
れ
た
が
、
大
勢
は
共
同

体
法
尊
重
に
帰
着
し
つ
つ
あ
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
(
三

ω削〉。

そ
も
そ
も
共
同
体
は
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
邦
の
最
初
の
具
体
的
基
礎
」

G
g

同
】

8
5お
『
町
田
白
白
色
白
何
回

n
O
R
Z仲
g
q
5
0
聞
け
匙
恥

S
E口
明

ロ

『

O旬
私
自
由
。
一
九

五
O
年
五
月
九
日
シ
ュ

l
マ
ン
宣
言
)
の
実
現
を
目
指
し
た
壮
大
な
試
み
で

あ
り
、
共
同
体
裁
判
所
が
そ
の
初
志
で
あ
る
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
」
の
形
成

過
程
に
、
経
済
的
機
能
の
現
実
ハ
人
的
・
文
化
的
・
社
会
的
・
行
政
的
・
政

門

5
)

治
的
交
流
を
必
然
的
に
伴
う
)
に
お
い
て
、
構
成
諸
国
の
法
的
・
裁
判
的
多

様
性
を
綜
合
(
共
同
体
裁
判
所
の
判
例
が
、
構
成
九
ヶ
国
の
比
較
法
と
綜
合

の
豊
か
な
内
容
を
含
ん
で
い
る
〉
し
つ
つ
、
創
造
的
寄
与
を
し
て
き
た
と
い

え
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
共
同
体
裁
判
所
判
例
の
「
積
極
主
義
」
は
「
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
統
合
」
賛
成
の
立
場
か
ら
は
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
が
、
構
成
諸

(
3〉

国
の
主
一
権
に
固
執
す
る
立
場
(
別
稿
で
検
討
)
か
ら
は
、
逆
に
「
消
極
主
義

的
」
姿
勢
が
要
求
さ
れ
、

い
も
の
と
な
ろ
う
。

「
裁
判
官
政
治
」
だ
と
い
う
批
判
が
避
け
ら
れ
な

2 

先
進
自
由
民
主
主
義
国
と
し
て
の
共
同
体
構
成
九
ヶ
国
の
国
民
は
、

夫
々
の
憲
法
に
お
い
て
手
厚
く
国
民
の
基
本
的
人
権
を
保
障
せ
ら
れ
、
ま
た

そ
れ
ら
諸
国
は
す
べ
て
現
在
ま
で
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
協
定
機
構
に
加
盟
す

る
に
至
っ
て
い
る
。
共
同
体
が
新
た
な
独
自
の
国
際
的
・
園
内
的
次
元
に
ま

た
が
る
公
権
力
と
し
て
棒
成
諸
国
民
を
直
接
的
に
拘
束
す
る
共
同
体
法
を
制

定
・
施
行
し
、
共
同
体
裁
判
所
が
そ
れ
を
解
釈
・
適
用
す
る
最
高
の
権
威
で

あ
る
以
上
、
共
同
体
法
お
よ
び
そ
の
執
行
行
為
に
よ
る
諸
国
民
の
基
本
的
人

権
の
侵
害
の
可
能
性
が
な
い
で
は
な
く
、
ま
た
そ
の
こ
と
を
共
同
体
裁
判
所

が
如
何
に
救
済
保
護
す
る
の
か
が
問
題
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
点
に

お
い
て
、
共
同
体
法
の
優
位
を
争
う
構
成
諸
国
憲
法
お
よ
び
国
内
裁
判
所
の

(
三
一
肌
何
〉
が
憲
法
上
の
基
本
的
人
権
の
保
障
で
あ
る

「
最
後
の
抵
抗
線
」

と
い
わ
れ
、
共
同
体
裁
判
所
は
、
共
同
体
条
約
上
(
明
文
の
体
系
的
人
権
保

障
条
項
は
な
く
〉
部
分
的
に
明
示
さ
れ
た
人
権
条
項
の
適
用
・
展
開
の
ほ

か
、
共
同
体
の
「
法
の
一
般
原
則
」
の
法
理
を
活
用
し
、
そ
の
規
範
内
容

に
、
構
成
諸
国
憲
法
が
保
障
し
て
い
る
基
本
的
人
権
の
精
査
・
比
較
・
対
照

に
よ
り
実
質
的
に
「
収
数
」
す
る
と
こ
ろ
を
、
共
同
体
と
し
て
保
障
す
べ
き

基
本
的
人
権
の
カ
タ
ロ
ー
グ
と
し
て
取
り
込
む
判
例
を
産
み
出
し
つ
つ
あ
る

ハ三

ω制
的
〉
。

そ
の
よ
う
に
比
較
憲
法
的
検
討
に
よ
る
共
同
体
の
「
法
の
一
般
原
則
」
の

北法31(3-4・n.405)1791 
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具
体
的
意
味
内
容
を
定
め
る
に
あ
た
り
、
諸
憲
法
の
保
障
す
る
基
本
的
人
権

中
「
高
い
水
準
に
向
っ
て
」
(
三

ω附
同
)
そ
れ
を
決
め
る
べ
き
だ
と
い
う

有
力
な
見
解
が
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
協
定
の

保
障
は
、
共
同
体
に
お
け
る
少
な
く
と
も
「
法
の
一
般
原
則
」
の
内
容
の
確

定
に
あ
た
っ
て
「
参
照
基
盤
」
な
い
し
「
解
釈
の
指
針
」
の
役
割
を
果
す
で

あ
ろ
う
し
、
同
協
定
の
保
障
を
「
最
低
基
準
」
と
し
て
確
保
す
る
と
と
も
に
、

共
同
体
法
の
趣
旨
・
目
的
・
諸
条
項
に
照
し
よ
り
手
厚
い
保
護
を
与
え
る
場

合
(
例
え
ば
社
会
権
に
つ
い
て
)
も
あ
る
(
三

ω何
)

Q

結
局
、
共
同
体
と
い
う
主
権
国
家
を
超
え
た
新
し
い
国
際
地
域
的
公
権
力

組
織
が
、
そ
の
正
当
性
の
根
拠
を
共
同
体
構
成
諸
国
民
の
基
本
的
人
権
の
保

障
(
ま
た
民
主
的
意
思
の
制
度
的
保
障
。
別
稿
で
検
討
)
と
い
う
根
元
に
ま

で
遡
っ
て
間
わ
れ
た
こ
と
に
対
す
る
、
共
同
体
裁
判
所
の
解
答
で
あ
る
と
い

え
よ
う
。
共
同
体
の
活
動
が
国
際
経
済
的
テ
ク
ノ
ク
ラ
ッ
ト
の
権
力
行
使
機

構
に
類
落
し
な
い
た
め
に
、
そ
の
民
主
的
統
制
と
合
法
性
の
統
制
と
と
も
に
、

共
同
体
裁
判
所
が
加
盟
諸
国
民
の
基
本
的
人
権
の
保
障
を
白
か
ら
の
任
務
と

し
て
監
視
・
統
制
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
の
意
義
は
大
き
い
。

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

つ

い

「
共
同
体
的
統
合
と
人
格
の
感
覚
の
両
者
が
対
を
な
し
て
進
ん
で
い
る
。

こ
れ
こ
そ
(
共
同
体
裁
判
所
の
)
法
的
実
行
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
た
教
訓
で

〈

6
〉

あ
る
」

ハ
傍
点
、
筆
者
)
と

R
-
ル
ク
l
ル
は
結
論
し
た
。

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

統
合
」
は
、
経
済
的
機
能
と
人
権
保
障
機
能
と
い
う
二
つ
の
基
礎
的
部
分
に

お
い
て
、

「
対
」
を
な
し
つ
つ
、
具
体
的
・
着
実
・
臼
常
的
に
、

「ヨ

I
ロ

ツ
パ
連
邦
」
実
現
と
い
う
長
期
的
展
望
の
も
と
、
地
道
な
歩
み
を
進
め
つ
つ

あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

3 

以
上
の
よ
う
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
お
よ
び
共
同
体
裁
判
所
の
実
例

か
ら
、
日
本
国
憲
法
の
国
際
協
調
・
平
和
主
義
の
原
則
と
実
行
に
つ
い
て
何

ら
か
の
示
唆
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
西
欧
と
わ
が
国
お
よ
び
周
辺
地
域
と
の

聞
の
歴
史
・
伝
統
・
文
化
・
政
治
体
制
・
経
済
・
社
会
等
、
様
々
の
ま
た
巨

大
で
深
い
相
違
が
あ
る
こ
と
を
意
識
し
つ
つ
も
、
そ
れ
ら
を
超
え
て
、
次
の

よ
う
な
示
唆
が
考
え
ら
れ
て
よ
い
と
思
う
。

ま
ず
、
地
域
的
経
済
協
力
に
よ
る
国
際
協
調
・
平
和
主
義
の
機
能
的
基
礎

づ
く
り
の
重
要
性
の
示
唆
で
あ
る
。
伝
統
的
な
政
治
あ
る
い
は
軍
事
的
な
い

し
安
全
保
障
領
域
の
協
カ
の
重
要
性
も
否
み
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
国

際
的
経
済
交
流
・
協
力
が
わ
が
国
の
生
存
に
と
り
、
そ
れ
ら
に
勝
る
と
も
劣

ら
ぬ
死
活
的
領
域
で
あ
り
、
政
治
的
体
制
や
軍
事
的
考
慮
と
区
別
な
い
し
そ

れ
ら
を
超
え
て
、
そ
の
実
現
強
化
に
も
っ
と
注
意
が
向
け
ら
れ
る
べ
き
だ
ろ

う
。
ま
た
、
経
済
的
協
力
を
国
際
地
域
的
視
野
(
日
本
と
世
界
の
媒
介
項
と

し
て
)
に
お
い
て
検
討
す
べ
き
示
唆
も
与
え
ら
れ
る
(
米
ソ
の
聞
に
立
つ

て
、
東
ア
ジ
ア
、
東
南
ア
ジ
ア
、
太
平
洋
沿
岸
地
域
等
)
の
で
あ
っ
て
、
ヨ

北法31(3-4・II'406)1792 



ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
溝
成
諸
国
と
は
違
い
、
共
通
の
文
化
的
遺
産
と
政
治
的
同

質
性
に
欠
け
る
と
こ
ろ
の
多
い
雑
多
な
地
域
で
あ
る
と
は
い
え
(
む
し
ろ
そ

れ
故
に
こ
そ
対
立
・
相
違
を
こ
え
)
、
公
正
・
健
全
か
つ
平
和
的
経
済
協
力

(
8
〉

門

8
)

関
係
が
緊
密
化
さ
れ
る
こ
と
が
、
人
的
・
文
化
的
交
流
・
理
解
・
協
力
を
も

促
進
し
、
長
期
的
に
、
わ
が
国
お
よ
び
周
辺
地
域
ひ
い
て
は
世
界
の
安
定
と

ヨーロッパ共同体裁判所の国際法的・憲法的側面の一考察

平
和
と
法
的
組
織
化
の
基
礎
が
た
め
と
な
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

つ
い
で
、
国
際
的
統
合
の
公
権
力
機
構
の
樹
立
と
基
本
的
人
権
の
憲
法
的
・

国
際
的
保
障
は
実
質
的
に
「
対
」
を
な
し
て
進
み
、
後
者
が
前
者
の
正
当
性

の
線
拠
に
な
る
と
い
う
関
連
の
示
唆
で
あ
る
。
共
同
体
裁
判
所
の
判
例
の
動

向
が
、
こ
の
西
欧
的
自
由
主
義
民
主
体
制
を
基
盤
と
す
る
国
際
組
織
の
論
理

的
帰
結
を
実
証
し
た
と
も
い
え
よ
う
。
こ
の
論
理
に
よ
れ
ば
、
将
来
の
国
際

的
な
い
し
世
界
的
統
合
組
織
が
樹
立
さ
れ
る
場
合
、
そ
の
正
当
性
の
根
拠
と

し
て
、
民
主
的
制
度
の
保
障
と
合
法
性
の
確
保
と
と
も
に
、
基
本
的
人
権
の

保
障
が
根
本
的
規
範
と
し
て
要
請
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
(
そ
う
で
な
け
れ
ば

新
た
な
圧
制
の
体
系
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
)
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
思

ぅ
。
換
言
す
れ
ば
、
憲
法
的
で
あ
れ
国
際
的
で
あ
れ
基
本
的
人
権
保
障
機
能

が
進
め
ば
進
む
ほ
ど
、
国
際
的
な
い
し
世
界
的
平
和
の
法
組
織
化
の
基
礎

が
、
か
た
ま
る
わ
け
で
あ
る
。
わ
が
国
周
辺
地
域
に
お
い
て
も
ハ
東
西
南
北

の
対
立
の
間
に
あ
っ
て
多
大
の
困
難
が
あ
る
が
、
文
化
的
基
礎
に
共
通
性
の

あ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
〉
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
協
定
あ
る
い
は
汎
ア
メ
リ
カ
人

権
協
定
の
例
を
参
照
し
つ
つ
、
地
域
的
特
性
に
適
し
か
っ
普
遍
的
な
国
際
的

人
権
保
障
機
構
が
不
可
能
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
(
少
な
く
と
も
そ
の
具

体
的
構
想
の
試
み
す
ら
な
い
の
は
知
的
怠
慢
で
あ
ろ
う
〉
し
、
国
際
人
権
規

約
の
批
准
が
此
の
程
新
た
な
関
心
と
課
題
を
提
起
し
た
と
言
い
得
、
ま
た
わ

が
国
憲
法
下
の
基
本
的
人
権
保
障
の
実
績
の
積
み
上
げ
が
、
国
際
協
調
・
平

ハ
8
〉

和
主
義
の
基
礎
工
事
の
意
味
を
持
つ
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
と
思
う
。

さ
い
ご
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
の
先
進
的
法
・
裁
判
制
度
と
実
績
の
モ

デ
ル
が
、
日
本
国
憲
法
の
国
際
協
調
・
平
和
主
義
の
具
体
的
問
題
の
解
釈
論

上
(
超
国
家
的
国
際
組
織
へ
の
参
加
、
国
家
主
権
の
制
限
、
国
際
法
(
条
約
)

と
国
内
法
(
憲
法
)
、
国
際
裁
判
と
国
内
裁
判
、
国
際
関
係
に
お
け
る
基
本

的
人
権
の
尊
重
等
に
つ
い
て
)
、
貴
重
な
参
照
例
と
な
り
示
唆
を
与
え
る
こ

と
を
想
起
し
つ
つ
〈
そ
の
個
別
的
検
討
は
別
に
ゆ
ず
る
)
、

ペ
ン
を
欄
く
こ

と
に
し
よ
う
。

(

1

)

「
の
同
三
O

F

の
D
H
H
H
S
E
ロ
白
口
広
田
町
巴
吋
O
司品川目ロロ

2
・
0
匝

-EN・
5
叶印・

同

y
ω
!包

-z・
。
。
-
世
間
w

別
居
同
O
宮
g
g
B
g
o白
戸
田
話
一
日
岡
山
田
件
。
同
庁
巳

同口出国内目白江口白
P

百
円
リ
国
間
】
沼
町
出
向
豆
、

2
2匂
旬
開
門
印
刷

vmn巴
4
m
∞・

0
可円同時・・
M
M

ωHI--AHAH-

ハ
2
〉
大
木
雅
夫
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
に
お
け
る
法
の
統
一
、
立
教
法
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研究ノート

学
第
四
号
(
一
九
六
二
年
)
、
四
三
|
一
一
一
一
良
は
、
「
多
様
性
に
お

け
る
統
一
法
」
を
ラ
イ
ト
・
モ
チ
ー
フ
と
し
法
文
化
論
を
含
む
力
作
で

あ
り
、
小
稿
の
最
良
の
参
考
文
献
で
あ
る
。

ハ
3
〉
上
述
コ
一

ω註
川
仰
を
み
よ
。

(

4

)

、H，
g夜間
g
r
o同
y
a
f
M
M
-
H
M
A
P
-
A
F
N由・

(

5

)

の
・
〈
旦
冊
目
部
長
の
観
察
、
深
瀬
・
中
村
、
フ
ラ
ン
ス
公
法
最
近

文
献
覚
え
書
き
、
北
大
法
学
論
集
三

O
巻
四
号
こ
九
七
九
年
)
、
一

六
O
頁
、
参
照
。

(

6

)

河
-
F刊
n
o
g『
デ
。
唱

n
F
f
司・

ωO申

(

7

)

円
同
・
。
・
。
・
玄
O
円江田印
o
p
、『}回目別口吋
O
唱

g口
出
口
呂
田
ロ
何
日
m
r
z

。。ロ
4
m
H
H
位
。
ロ
∞
可
白
神
白
B
印
凹
担
問
ロ
ロ
n
t
oロ
曲
目
。
三
和
門
司
江
田
P

M

N

O
〈・

ι
g

u
g
x白
仏
印
可
出
。

s
s
p
g可
申
・
ロ
0
・
H
I
M
-
u
・
2
1
3・

(

8

)

筆
者
が
か
つ
て
、
「
平
和
的
安
全
保
障
手
段
の
総
合
的
展
開
」
の

う
ち
、
「
平
和
的
創
造
カ
の
諸
形
態
」
中
、
こ
の
種
、
経
済
的
・
文
化

的
交
流
・
協
力
お
よ
び
国
際
紛
争
の
裁
判
的
解
決
・
人
権
保
障
の
重
要

性
を
指
摘
し
た
こ
と
を
、
小
稿
の
検
討
に
よ
り
一
歩
進
め
て
み
た
。
拙

著
、
長
沼
裁
判
に
お
け
る
憲
、
法
の
寧
縮
平
和
主
義
、
日
本
評
論
社
、
一

九
七
五
年
、
三
六
一
|
三
六
五
頁
。
な
お
、
人
権
と
平
和
の
統
合
的
理

論
と
し
て
の
「
平
和
的
生
存
権
」
論
(
拙
稿
、
平
和
憲
法
の
新
し
い
総

合
的
省
察
、
世
界
一
九
八

O
年
九
月
号
お
よ
び
早
大
出
版
会
「
平
和
と

人
権
」
所
収
)
も
参
照
さ
れ
て
よ
い
。

付
記

l
l〉・
2・
m
c
g号
8
2
5
8
正
g
g島
g
S
S
E
-
q

円
担
当

-zb-gmg
月
間
》
色
。
ロ
H
E
R
B
S
-
s
g
h
-
M∞H
N
2
・
が
品
収
制句d

新
・
重
要
文
献
。

xoo 
nu 

A
ぜ

甘
H
U

d
性向。

f
‘、
唱
B
晶qo 

辻
山
{
レ
ru

g
寸
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